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「避難」という用語を含む法律一覧 

1. テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別

措置法 
（平成20年1月16日法律第1号） 

第5条 

（補給支援活動としての物品及び役務の提供の実施）  

第五条  防衛大臣又はその委任を受けた者は、実施計画に従い、補給支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実

施するものとする。  

２  防衛大臣は、実施計画に従い、補給支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについ

て内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。  

３  防衛大臣は、前項の実施要項において、当該補給支援活動を実施する区域（以下この条において「実施区域」という。）

を指定するものとする。  

４  防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は実施計画に定められた要件を満たさないものとなった場合に

は、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。  

５  補給支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又は

その指定する者は、当該補給支援活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の

状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該補給支援活動の実施を一時休止し又は避難するな

どして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。  

６  第二項の規定は、同項の実施要項の変更（第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。）について準用する。 

2. 保険法 （平成20年6月6日法律第56号） 

第16条 

 第二章 損害保険  

  第三節 保険給付（第十三条―第二十六条）  

 

（火災保険契約による損害てん補の特則）  

第十六条  火災を保険事故とする損害保険契約の保険者は、保険事故が発生していないときであっても、消火、避難その他

の消防の活動のために必要な処置によって保険の目的物に生じた損害をてん補しなければならない。  

3. 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 （平成19年5月18日法律第52号） 

第15条 

 第三章 広域的地域活性化基盤整備計画及びこれに基づく措置  

  第二節 民間拠点施設整備事業計画の認定等（第七条―第十八条）  

 

（民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務）  

第十五条  民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項 各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項 

の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交

通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。  

一  次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部（公共施設並びにこれに準ずる避難施設、

駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費

用の額の範囲内に限る。）について支援すること。 

イ 認定事業者（専ら認定事業の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。）に対する出資 

ロ 専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地（以下この号において「認定建築物等」とい

う。）を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法

律 （平成十年法律第百五号）第二条第三項 に規定する特定目的会社に対する出資 

ハ 不動産特定共同事業法 （平成六年法律第七十七号）第二条第二項 に規定する不動産取引（認定建築物等を整備し、又

は整備された認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。）を対象とする

同条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資 

ニ 信託（受託した土地において認定建築物等を整備し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに

限る。）の受益権の取得 

ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法 

二  認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。  

三  前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  



 2

２  前項の規定により民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項 中「第四条

第一項 各号」とあるのは「第四条第一項 各号及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律（平成十九年法律第

五十二号。以下「広域的地域活性化基盤整備法」という。）第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第十二条 中「第四条第

一項 各号」とあるのは「第四条第一項 各号及び広域的地域活性化基盤整備法第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第

十四条 中「第四条第一項第一号 及び第二号 」とあるのは「第四条第一項第一号 及び第二号 並びに広域的地域活性化

基盤整備法第十五条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号 中「第十一条第一項 」とあるのは「第十一条第一

項 （広域的地域活性化基盤整備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同

じ。）」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条（広域的地域活性化基盤整

備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。  

３  民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなけれ

ばならない。  

4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 （平成18年6月21日法律第91号） 

第23条 

 第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置（第八条―第二十四条）  

 

（既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法 の特例）  

第二十三条  この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを

設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認め

たときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第一項 、第六十一条及び第六十二条第一項の規定の適用につ

いては、当該エレベーターの構造は耐火構造（同法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。）とみなす。  

一  エレベーター及び当該エレベーターの設置に係る特定建築物の主要構造部の部分の構造が主務省令で定める安全上

及び防火上の基準に適合していること。  

二  エレベーターの制御方法及びその作動状態の監視方法が主務省令で定める安全上の基準に適合していること。  

２  建築基準法第九十三条第一項 本文及び第二項 の規定は、前項の規定により所管行政庁が防火上及び避難上支障が

ないと認める場合について準用する。  

5. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 （平成17年5月25日法律第50号） 

第54条 

 第二編 被収容者等の処遇  

   第五節 金品の取扱い（第四十四条―第五十五条）  

 

（逃走者等の遺留物）  

第五十四条  被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過す

る日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰

属する。  

一  逃走したとき 逃走した日  

二  第八十三条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった

後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき 避難を必要とする状況がなくなった日  

三  第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設

の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったとき その日  

２  前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。  

第83条 

 第二編 被収容者等の処遇  

   第九節 規律及び秩序の維持（第七十三条―第八十三条）  

 

（災害時の避難及び解放）  

第八十三条  刑事施設の長は、地震、火災その他の災害に際し、刑事施設内において避難の方法がないときは、被収容者

を適当な場所に護送しなければならない。  

２  前項の場合において、被収容者を護送することができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放すること

ができる。地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することがで

きない場合も、同様とする。  

３  前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、刑事施設又は刑事施設の長が指定

した場所に出頭しなければならない。 
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第98条 

 第二編 被収容者等の処遇  

   第十節 矯正処遇の実施等  

    第二款 作業（第九十二条―第百二条）  

 

（作業報奨金）  

第九十八条  刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対しては、釈放の際（その者が受刑者以外の被収容者となったとき

は、その際）に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。  

２  刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、毎月、その月の前月において受刑者が行った作業に対応する金額と

して、法務大臣が定める基準に従い、その作業の成績その他就業に関する事項を考慮して算出した金額を報奨金計算額に

加算するものとする。ただし、釈放の日の属する月における作業に係る加算は、釈放の時に行う。  

３  前項の基準は、作業の種類及び内容、作業に要する知識及び技能の程度等を考慮して定める。  

４  刑事施設の長は、受刑者がその釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的

が、自弁物品等の購入、親族の生計の援助、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものであると認めるときは、第一項

の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、その支給の時における報奨金計算額に相当する金額の範囲内で、申

出の額の全部又は一部の金額を支給することができる。この場合には、その支給額に相当する金額を報奨金計算額から減

額する。  

５  受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに刑

事施設に収容されなかったときは、その者の報奨金計算額は、零とする。  

一  逃走したとき 逃走した日  

二  第八十三条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった

後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき 避難を必要とする状況がなくなった日  

三  外部通勤作業又は第百六条第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時ま

でに刑事施設に帰着しなかったとき その日  

第215条 

 第二編 被収容者等の処遇  

  第三章 留置施設における被留置者の処遇  

   第九節 規律及び秩序の維持（第二百十条―第二百十五条）  

 

（災害時の避難及び解放）  

第二百十五条  留置業務管理者は、地震、火災その他の災害に際し、留置施設内において避難の方法がないときは、被留

置者を適当な場所に護送しなければならない。  

２  前項の場合において、被留置者を護送することができないときは、留置業務管理者は、その者を留置施設から解放する

ことができる。地震、火災その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することが

できない場合も、同様とする。  

３  前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、留置施設又は留置業務管理者が指

定した場所に出頭しなければならない。  

第263条 

 第二編 被収容者等の処遇  

  第四章 海上保安留置施設における海上保安被留置者の処遇  

   第九節 規律及び秩序の維持（第二百六十一条―第二百六十四条）  

 

（災害時の避難及び解放）  

第二百六十三条  海上保安留置業務管理者は、地震、火災その他の災害に際し、海上保安留置施設内において避難の方

法がないときは、海上保安被留置者を適当な場所に護送しなければならない。  

２  前項の場合において、海上保安被留置者を護送することができないときは、海上保安留置業務管理者は、その者を海上

保安留置施設から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、海上保安留置施設の外にある海上保安被留置者

を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。  

３  前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、海上保安留置施設又は海上保安留

置業務管理者が指定した場所に出頭しなければならない。  

6. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法 
（平成16年4月2日法律第27号） 
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第5条 

（基本計画）  

第五条  中央防災会議は、第三条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震防災対策推進基本計画（以下「基本計画」という。）を作成し、及びその実施を推進しなければならない。  

２  基本計画は、国の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針、日本海溝・千

島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第九号 に規定す

る防災業務計画、同条第十号 に規定する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法 （昭和五十年法律第八十四

号）第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画のうち、次条第一項各号に掲げる事項について定めた部分

をいい、以下「推進計画」という。）及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画（第七条第一項又は第二項に規定

する者が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画をいい、以

下「対策計画」という。）の基本となるべき事項その他推進地域における地震防災対策の推進に関する重要事項について定め

るものとする。  

３  災害対策基本法第三十四条第二項 の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用する。 

第6条 

（推進計画）  

第六条  第三条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第二条第三号 に規定する指定行政

機関の長（指定行政機関が内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家

行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項 の委員会又は災害対策基本法第二条第三号 ロに掲げる機関

若しくは同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から

事務の委任があった場合にあっては当該事務については当該委任を受けた同条第四号 に規定する指定地方行政機関の

長をいう。）及び同条第五号 に規定する指定公共機関（指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた

同条第六号 に規定する指定地方公共機関）は同条第九号 に規定する防災業務計画において、同法第二十一条 に規定す

る地方防災会議等（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長）は同法第二条第十号 に規定

する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項 に規定する石油コンビナート等防災本部及

び同法第三十条第一項 に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画

において、次の事項を定めなければならない。  

一  避難地、避難路、消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設

等で政令で定めるものの整備に関する事項  

二  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関する事項その他日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災上重要

な対策に関する事項で政令で定めるもの  

２  推進計画は、基本計画を基本とするものとする。 

第7条 

（対策計画）  

第七条  推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者（前条第一

項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として

基本計画で定める者に限る。）は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。  

一  病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設  

二  石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設  

三  鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業  

四  前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業  

２  第三条第一項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に

管理し、又は運営している者（前条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に

係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。）は、当該指定があった日から六月以内に、対策計画を

作成しなければならない。  

３  対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたとき

は、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならない。  

４  対策計画は、当該施設又は事業についての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避

難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。  

５  対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。  

６  第一項又は第二項に規定する者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都

道県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  

７  第一項又は第二項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都道県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて

届出をすべきことを勧告することができる。  
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８  都道県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。 

第10条 

（地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等）  

第十条  国及び地方公共団体は、推進地域において、避難地、避難路、消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。  

２  積雪寒冷地域において前項の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、交通、通信その他積

雪寒冷地域における地震防災上必要な機能が確保されるよう配慮されなければならない。 

7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 

抄 
（平成16年6月18日法律第112号） 

第1条 

 第一章 総則  

  第一節 通則（第一条―第九条）  

 

（目的）  

第一条  この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国

民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団

体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措

置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律 （平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。）と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、も

って武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。  

第10条 

 第一章 総則  

  第二節 国民の保護のための措置の実施（第十条―第二十三条）  

 

（国の実施する国民の保護のための措置）  

第十条  国は、対処基本方針及び第三十二条第一項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護の

ための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。  

一  警報の発令、避難措置の指示その他の住民の避難に関する措置  

二  救援の指示、応援の指示、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置  

三  武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保に関する措置、危険物質等に係る武力

攻撃災害の発生を防止するための措置、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表その他の

武力攻撃災害への対処に関する措置  

四  生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置  

五  武力攻撃災害の復旧に関する措置  

２  指定行政機関の長（当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。）及び指

定地方行政機関の長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十三条第一項の規

定による指定行政機関の国民の保護に関する計画で定めるところにより、前項各号に掲げる措置のうちその所掌事務に係る

国民の保護のための措置を実施しなければならない。 

第11条 

 第一章 総則  

  第二節 国民の保護のための措置の実施（第十条―第二十三条）  

 

（都道府県の実施する国民の保護のための措置）  

第十一条  都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十四条第一項

の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護

のための措置を実施しなければならない。  

一  住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他

の住民の避難に関する措置  

二  救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置  

三  武力攻撃災害の防除及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集

その他の武力攻撃災害への対処に関する措置  

四  生活関連物資等の価格の安定等のための措置その他の国民生活の安定に関する措置  

五  武力攻撃災害の復旧に関する措置  
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２  都道府県の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の都道

府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、都道府県知事の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のため

の措置を実施しなければならない。  

３  都道府県の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、都道府県の知事その他の執行機関（以下「都道

府県知事等」という。）が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。  

４  第一項及び第二項の場合において、都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を的確

かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、その所掌事務

に係る国民の保護のための措置の実施に関し必要な要請をすることができる。  

第16条 

 第一章 総則  

  第二節 国民の保護のための措置の実施（第十条―第二十三条）  

 

（市町村の実施する国民の保護のための措置）  

第十六条  市町村長は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、第三十五条第一項の規

定による市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該市町村の区域に係る次に掲げる国民の保護のための

措置を実施しなければならない。  

一  警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置  

二  救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置  

三  退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対処に関する措置 

四  水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置  

五  武力攻撃災害の復旧に関する措置  

２  市町村の委員会及び委員は、対処基本方針が定められたときは、この法律その他法令の規定に基づき、前項の市町村

の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務に係る国民の保護のための措置を

実施しなければならない。  

３  市町村の区域内の公共的団体は、対処基本方針が定められたときは、市町村の長その他の執行機関（以下「市町村長

等」という。）が実施する国民の保護のための措置に協力するよう努めるものとする。  

４  第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅

速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、その所掌事務に係る国民の保護のための措置の実施

に関し必要な要請をすることができる。  

５  第一項及び第二項の場合において、市町村長等は、当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置を的確かつ迅

速に実施するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、第十一条第四項の規定による要請を行うよう求め

ることができる。  

第23条 

 第一章 総則  

  第二節 国民の保護のための措置の実施（第十条―第二十三条）  

 

（武力攻撃等の状況等の公表）  

第二十三条  対策本部長は、武力攻撃及び武力攻撃災害の状況並びに住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関

する措置その他の国民の保護のための措置の実施の状況について、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなけ

ればならない。  

第42条 

 第一章 総則  

  第六節 組織の整備、訓練等（第四十一条―第四十三条）  

 

（訓練）  

第四十二条  指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定める

ところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努め

なければならない。この場合においては、災害対策基本法第四十八条第一項 の防災訓練との有機的な連携が図られるよう

配慮するものとする。  

２  都道府県公安委員会は、前項の訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところに

より、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又

は制限することができる。  

３  地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体の住民に対し、当該訓練への参加に
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ついて協力を要請することができる。  

第52条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（避難措置の指示）  

第五十二条  対策本部長は、第四十四条第一項の規定により警報を発令した場合において、住民の避難（屋内への避難を

含む。以下同じ。）が必要であると認めるときは、基本指針で定めるところにより、総務大臣を経由して、関係都道府県知事（次

項第一号又は第二号の地域を管轄する都道府県知事をいう。以下この節において同じ。）に対し、直ちに、所要の住民の避

難に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。  

２  対策本部長は、前項の規定による指示（以下「避難措置の指示」という。）をするときは、次に掲げる事項を示さなければ

ならない。  

一  住民の避難が必要な地域（以下「要避難地域」という。）  

二  住民の避難先となる地域（住民の避難の経路となる地域を含む。以下「避難先地域」という。）  

三  住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要  

３  対策本部長は、避難措置の指示をする場合において、離島を含む地域を要避難地域として示すときは、当該離島の避

難住民（第五十四条第一項の規定による指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者を含む。以下同じ。）

の運送に関し特に配慮しなければならない。  

４  対策本部長は、避難措置の指示をしたときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。  

５  指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ち

に、その内容を管轄する指定地方行政機関の長及び所管する指定公共機関に通知しなければならない。  

６  前項に規定するもののほか、総務大臣は、第四項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定

めるところにより、直ちに、その内容を関係都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。  

７  第四十六条の規定は、都道府県知事が避難措置の指示又は前項の規定による通知を受けた場合について準用する。  

８  第四十九条の規定は、外務大臣、国土交通大臣及び海上保安庁長官が第四項の規定による通知を受けた場合につい

て準用する。  

第53条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（避難措置の指示の解除）  

第五十三条  対策本部長は、要避難地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地

域の全部又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。  

２  前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、関係都道府県知事に対し、直ちに、避難措置の指示を解除

した旨を通知しなければならない。  

３  前条第四項から第八項までの規定は、対策本部長が第一項の規定により避難措置の指示を解除する場合について準用

する。  

第54条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（避難の指示）  

第五十四条  避難措置の指示を受けたときは、要避難地域を管轄する都道府県知事は、その国民の保護に関する計画で定

めるところにより、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示

しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、地理的条件、交通事情その他の条件に照らし、当該要避難

地域に近接する地域の住民をも避難させることが必要であると認めるときは、当該地域を管轄する市町村長を経由して、当該

地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することができる。  

２  都道府県知事は、前項の規定による指示（以下「避難の指示」という。）をするときは、第五十二条第二項各号に掲げる事

項のほか、主要な避難の経路、避難のための交通手段その他避難の方法を示さなければならない。  

３  都道府県知事は、避難の指示をする場合において、避難先地域に当該都道府県の区域内の指定都市（地方自治法第二

百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下同じ。）の区域が含まれるときは、あらかじめ、当該指定都市の長の意見

を聴くものとする。  

４  第四十七条第二項及び第三項の規定は、市町村長が避難の指示を住民に伝達する場合について準用する。  
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５  都道府県知事は、避難の指示をしたときは、直ちに、その内容を避難先地域を管轄する市町村長（当該都道府県の区域

内の市町村の長に限る。）に通知しなければならない。  

６  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除

き、避難住民を受け入れるものとする。  

７  都道府県知事は、避難の指示をしたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当

該都道府県の区域内の市町村の長（第一項及び第五項の市町村長を除く。）、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公

共機関及び指定地方公共機関並びに当該都道府県の区域内の避難先地域の避難施設（第百四十八条第一項の避難施設を

いう。第百五十条を除き、以下同じ。）の管理者に通知しなければならない。  

８  都道府県知事は、避難の指示をしたときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。  

第55条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（避難の指示の解除）  

第五十五条  都道府県知事は、第五十三条第一項の規定により要避難地域の全部又は一部について避難措置の指示が解

除されたときは、当該要避難地域の全部又は一部について避難の指示を解除しなければならない。  

２  都道府県知事は、前条第一項後段の規定により避難の指示をした場合において、当該避難の指示に係る要避難地域に

近接する地域の全部又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該地域の全部又は一部について避難の

指示を解除するものとする。  

３  前条第七項及び第八項の規定は、都道府県知事が前二項の規定により避難の指示を解除した場合について準用する。

この場合において、同条第七項中「市町村の長（第一項及び第五項の市町村長を除く。）」とあるのは、「市町村の長」と読み

替えるものとする。 

第56条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（避難の指示に係る内閣総理大臣の是正措置）  

第五十六条  内閣総理大臣は、避難の指示に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項 の総合調整に基づく

所要の避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の

保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難の指

示をすべきことを指示することができる。  

２  内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難の指示が当該要避難地域を管轄する都道府県知事

により行われないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照

らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら当該所要の避難の指

示をすることができる。  

３  前二項の規定は、都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により避難の指示を解除する場合について準用する。

第57条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（避難の指示等の放送）  

第五十七条  第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が第五十四条第七項（第五十五

条第三項において準用する場合を含む。）の規定による通知を受けた場合について準用する。 

第58条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（都道府県の区域を越える住民の避難）  

第五十八条  避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関

係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。  

２  前項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、避難住民を受け入れないことについて正当な理由があ

る場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。  

３  第一項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、当該都道府県の区域において避難住民を受け入れ

るべき地域（以下この項及び次項において「受入地域」という。）を決定し、直ちに、その旨を当該受入地域を管轄する市町村
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長に通知しなければならない。  

４  第五十四条第三項の規定は、受入地域に指定都市（当該都道府県の区域内の指定都市に限る。）の区域が含まれる場

合について準用する。  

５  避難先地域を管轄する都道府県知事は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を要避難地域を管

轄する都道府県知事に通知しなければならない。  

６  第五十四条第六項の規定は、市町村長が第三項の規定による通知を受けた場合について準用する。  

７  第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が第三項の規定による決定をした場合について準用する。この場合におい

て、同条第七項中「市町村の長（第一項及び第五項の市町村長を除く。）」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとす

る。  

８  第一項の場合において、要避難地域を管轄する都道府県知事は、第五十五条第一項又は第二項の規定により避難の指

示を解除したときは、速やかに、その旨を避難先地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。  

９  第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合におい

て、同条第七項中「市町村の長（第一項及び第五項の市町村長を除く。）」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとす

る。 

第59条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（関係都道府県知事の連絡及び協力等）  

第五十九条  避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関

係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。  

２  前項の場合において、総務大臣は、都道府県の区域を越える住民の避難を円滑に行うため必要があると認めるときは、

関係都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。 

第60条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第二節 避難の指示等（第五十二条―第六十条）  

 

（都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に係る内閣総理大臣の是正措置）  

第六十条  内閣総理大臣は、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に関し対策本部長が行った事態対

処法第十四条第一項 の総合調整に基づく所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が避難先地域

を管轄する都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると

認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入

れのための措置を講ずべきことを指示することができる。  

２  内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措

置が当該避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられないとき、又は国民の生命、身体若しくは財産の保護を図るた

め特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府

県知事に通知した上で、自ら又は総務大臣を指揮し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置

を講じ、又は講じさせることができる。 

第61条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難実施要領）  

第六十一条  市町村長は、当該市町村の住民に対し避難の指示があったときは、その国民の保護に関する計画で定めると

ころにより、関係機関の意見を聴いて、直ちに、避難実施要領を定めなければならない。  

２  前項の避難実施要領に定める事項は、次のとおりとする。  

一  避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項  

二  避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置その他避難住民の誘導に関する事項  

三  前二号に掲げるもののほか、避難の実施に関し必要な事項  

３  市町村長は、避難実施要領を定めたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を、

住民及び関係のある公私の団体に伝達するとともに、当該市町村の他の執行機関、当該市町村の区域を管轄する消防長（消

防本部を置かない市町村にあっては、消防団長）、警察署長、海上保安部長等（政令で定める管区海上保安本部の事務所の

長をいう。以下同じ。）及び政令で定める自衛隊の部隊等の長並びにその他の関係機関に通知しなければならない。  



 10

４  第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により避難実施要領の内容を住民及び関係のある公私の団体に

伝達する場合について準用する。 

第62条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（市町村長による避難住民の誘導等）  

第六十二条  市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮

し、避難住民を誘導しなければならない。  

２  消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合（以下「消防組合」という。）の管理者（地方自治法第

二百八十七条の二第二項 の規定により管理者に代えて理事会を置く一部事務組合にあっては、理事。以下同じ。）又は長

は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項の規定により避難住民を誘導するときは、当該市町村の避難実施要領で定

めるところにより、当該消防組合の消防長及び消防団長を指揮し、当該市町村と協力して、避難住民を誘導しなければならな

い。  

３  前二項の場合において、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。  

４  第二項の場合において、当該消防組合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関し特に必要がある

と認めるときは、当該消防組合の管理者又は長に対し、当該消防組合の消防長又は消防団長に対して必要な措置を講ずべ

きことを指示するよう求めることができる。  

５  前三項の規定は、消防に関する事務の全部又は一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導す

る場合について準用する。この場合において、第二項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組

合（以下「消防組合」という。）の管理者（地方自治法第二百八十七条の二第二項 の規定により管理者に代えて理事会を置く

一部事務組合にあっては、理事。以下同じ。）又は長」とあり、前項中「消防組合の管理者又は長」とあるのは「委託を受けた地

方公共団体の長」と、第二項及び前項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「委託した市町村」と、「当該市町村」と

あるのは「当該委託した市町村」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「当該委託を受けた地方公共団体の消防長」と読み

替えるものとする。  

６  市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給与、飲料水の供給、医療の提供その他必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

第63条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（警察官等による避難住民の誘導等）  

第六十三条  前条第一項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海

上保安部長等又は自衛隊法第七十六条第一項 、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜら

れた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第七十七条の四第

一項 の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等（以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。）の長（政令で定

める自衛隊の部隊等の長に限る。）に対し、警察官、海上保安官又は自衛官（以下「警察官等」という。）による避難住民の誘

導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知

するものとする。  

２  都道府県知事は、前条第一項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求

めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長又は前項の自衛隊の部隊

等の長に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。  

３  都道府県知事は、第一項の規定による要請について、必要な調整を行うことができる。 

第64条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（市町村長との協議等）  

第六十四条  第六十二条第一項の場合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長

等又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長（次項及び第三項において「警察署長等」という。）は、あらかじめ関係市町

村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。  

２  市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の実施の

状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。  
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３  市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命又は身体の保護のた

め緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講

ずるよう要請することができる。 

第65条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（病院等の施設の管理者の責務）  

第六十五条  病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理

者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

第66条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難住民を誘導する者による警告、指示等）  

第六十六条  避難住民を誘導する警察官等又は第六十二条第一項若しくは第二項（同条第五項において準用する場合を

含む。）の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるとき

は、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要

な警告又は指示をすることができる。  

２  前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若

しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を

講ずることができる。  

３  前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の

職務の執行について準用する。 

第67条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（都道府県知事による避難住民の誘導に関する措置）  

第六十七条  都道府県知事は、避難住民の誘導を円滑に実施するため、市町村長に対し、的確かつ迅速に必要な支援を

行うよう努めなければならない。  

２  都道府県知事は、第六十二条第一項の規定に基づく所要の避難住民の誘導が関係市町村長により行われない場合に

おいて、住民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、当該所要の避

難住民の誘導を行うべきことを指示することができる。  

３  都道府県知事は、前項の規定による指示を行ってもなお所要の避難住民の誘導が当該関係市町村長により行われない

ときは、当該市町村長に通知した上で、その職員を指揮し、避難住民を誘導させることができる。  

４  都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長が当該都道府県の区域を越えて避難住民の誘導を行うとき、又

は当該市町村長から要請があったときは、その職員を指揮し、避難住民の誘導を補助させることができる。  

５  前条第一項の規定は、前二項の規定により避難住民を誘導し、又は避難住民の誘導を補助する都道府県の職員につい

て準用する。 

第68条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置）  

第六十八条  内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項 の

総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合において、国民の生

命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、

当該所要の避難住民の誘導に関する措置を講ずべきことを指示することができる。 

第69条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難住民の復帰のための措置）  

第六十九条  市町村長は、第五十五条第一項又は第二項の規定により要避難地域又は要避難地域に近接する地域の全部
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又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘

導その他必要な措置を講じなければならない。  

２  第六十二条及び第六十七条（第五項を除く。）の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用

する。この場合において、第六十二条第一項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」

と、同条第二項中「避難実施要領」とあるのは「長が別に定める避難住民の復帰に関する要領」と読み替えるものとする。 

第70条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難住民の誘導への協力）  

第七十条  避難住民を誘導する警察官等、第六十二条第一項若しくは第二項（同条第五項において準用する場合を含

む。）若しくは第六十七条第三項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第四項の規定により避難住民の誘導を補助す

る者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助

について協力を要請することができる。  

２  前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請

を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。  

３  前二項の規定は、前条第一項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。 

第71条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難住民の運送の求め）  

第七十一条  都道府県知事又は市町村長は、避難住民を誘導するため、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公

共機関（都道府県知事にあっては当該都道府県知事が指定した指定地方公共機関、市町村長にあっては当該市町村が属す

る都道府県の知事が指定した指定地方公共機関に限る。第七十三条第二項から第四項まで及び第七十九条第一項におい

て同じ。）に対し、避難住民の運送を求めることができる。  

２  前項の指定公共機関及び指定地方公共機関は、同項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求

めに応じなければならない。 

第72条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難住民の運送に係る総合調整のための通知）  

第七十二条  都道府県知事又は市町村長は、指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前条第一項

の規定による求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては都

道府県対策本部長に対し、その旨を通知することができる。 

第73条 

 第二章 住民の避難に関する措置  

  第三節 避難住民の誘導（第六十一条―第七十三条）  

 

（避難住民の運送に係る内閣総理大臣等の是正措置）  

第七十三条  内閣総理大臣は、避難住民の運送に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項 の総合調整に基

づく所要の避難住民の運送が関係指定公共機関により行われない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図る

ため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該指定公共機関に対し、当該所要の避難住民の運送を行

うべきことを指示することができる。  

２  都道府県知事は、避難住民の運送が関係指定地方公共機関により的確かつ迅速に行われない場合において、住民の

生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該指定地方公共機関に対し、所要の避難住民の運

送を行うべきことを指示することができる。  

３  内閣総理大臣及び都道府県知事は、第四十四条第一項の規定により対策本部長が発令した警報の内容に照らし指定公

共機関及び指定地方公共機関の安全が確保されていると認められる場合でなければ、前二項の規定による指示を行っては

ならない。  

４  内閣総理大臣及び都道府県知事は、指定公共機関及び指定地方公共機関が第一項及び第二項の規定による指示に基

づき避難住民の運送を行うときは、当該指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、その安全の確保のため、武力攻撃の

状況その他必要な情報の提供を行わなければならない。 
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第74条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（救援の指示）  

第七十四条  対策本部長は、第五十二条第一項の規定により避難措置の指示をしたときは、基本指針で定めるところによ

り、避難先地域を管轄する都道府県知事に対し、直ちに、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。  

２  対策本部長は、武力攻撃災害による被災者が発生した場合において、当該被災者の救援が必要であると認めるときは、

当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事に対し、所要の救援に関する措置を講ずべきことを指示することができ

る。 

第75条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（救援の実施）  

第七十五条  都道府県知事は、前条の規定による指示（以下この項において「救援の指示」という。）を受けたときは、その国

民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域内に在る避難住民等（避難住民及び武力攻撃災害による

被災者をいう。以下同じ。）で救援を必要としているものに対し、避難施設その他の場所において、次に掲げる救援（以下単

に「救援」という。）のうち必要と認めるものを行わなければならない。ただし、その事態に照らし緊急を要し、救援の指示を待

ついとまがないと認められるときは、当該救援の指示を待たないで、これを行うことができる。  

一  収容施設（応急仮設住宅を含む。第八十二条において同じ。）の供与  

二  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給  

三  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与  

四  医療の提供及び助産  

五  被災者の捜索及び救出  

六  埋葬及び火葬  

七  電話その他の通信設備の提供  

八  前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの  

２  救援は、都道府県知事が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭を支給してこれを行うことができる。 

３  救援の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 

第78条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（通信設備の設置に関する協力）  

第七十八条  電気通信事業者（電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号 の電気通信事業者をい

う。第百三十五条第二項及び第百五十六条において同じ。）である指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその

国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設における避難住民等のための電話その他の通信設備の臨時

の設置について、都道府県知事が行う救援に対して必要な協力をするよう努めなければならない。 

第79条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）   

 

（緊急物資の運送）  

第七十九条  指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長は、指定行政機関の

長及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事及び市町村長にあっては

運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、避難住民等の救援に必要な物資及び資材その他国民の保

護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材（次項及び第百五十五条第一項において「緊急物資」という。）の運

送を求めることができる。  

２  第七十一条第二項、第七十二条及び第七十三条の規定は、緊急物資の運送について準用する。 

第80条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（救援への協力）  
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第八十条  都道府県知事又は都道府県の職員は、救援を行うため必要があると認めるときは、当該救援を必要とする避難住

民等及びその近隣の者に対し、当該救援に必要な援助について協力を要請することができる。  

２  前項の場合において、都道府県知事及び都道府県の職員は、その要請を受けて救援に必要な援助について協力をす

る者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 

第82条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（土地等の使用）  

第八十二条  都道府県知事は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的と

した臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資（以下この条及び第八十四条第一項において「土地等」という。）を使

用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。  

２  前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者

若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、都道府県知事は、避難住民等に収容施

設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため特に必要があると認め

るときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。 

第85条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（医療の実施の要請等）  

第八十五条  都道府県知事は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対する医療の提供を行う

ため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な

事項を示して、医療を行うよう要請することができる。  

２  前項の場合において、同項の医療関係者が正当な理由がないのに同項の規定による要請に応じないときは、都道府県

知事は、避難住民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、医療を行うべ

きことを指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。  

３  都道府県知事は、前二項の規定により医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指示するときは、当

該医療関係者の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。 

第89条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（収容施設等に関する特例）  

第八十九条  消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）第十七条 の規定は、避難住民等を収容し、又は避難住民等に対

する医療の提供を行うための施設（第三項において「収容施設等」という。）であって都道府県知事が臨時に開設するもの（次

項及び第三項において「臨時の収容施設等」という。）については、適用しない。  

２  都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、消防法 に準拠して、臨時の収容施設等についての消防の用に供する設

備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の収容施設等における災

害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。  

３  建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第八十五条第一項 本文、第三項及び第四項並びに景観法 （平成十六

年法律第百十号）第七十七条第一項 、第三項及び第四項の規定は、都道府県知事が行う収容施設等の応急の修繕及び臨

時の収容施設等の建築について準用する。 

第90条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（臨時の医療施設に関する特例）  

第九十条  医療法 （昭和二十三年法律第二百五号）第四章 の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対

する医療の提供を行うための施設については、適用しない。 

第91条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（外国医療関係者による医療の提供の許可）  
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第九十一条  厚生労働大臣は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、次の各号に掲げる資格を有する者の確

保が著しく困難であり、避難住民等に対して十分な医療を提供することができないと認められ、かつ、外国政府、国際機関等

から医療の提供の申出があったときは、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、そ

の従事する区域及び業務の内容を指定して、外国において当該各号に掲げる資格に相当する資格を有する者（第三項にお

いて「外国医療関係者」という。）が、必要な限度で医療を行うことを許可することができる。  

一  医師 医師法 （昭和二十三年法律第二百一号）第十七条  

二  歯科医師 歯科医師法 （昭和二十三年法律第二百二号）第十七条  

三  薬剤師 薬剤師法 （昭和三十五年法律第百四十六号）第十九条  

四  看護師 保健師助産師看護師法 （昭和二十三年法律第二百三号）第三十一条第一項  

五  准看護師 保健師助産師看護師法第三十二条  

六  救急救命士 保健師助産師看護師法第三十一条第一項 及び第三十二条  

２  厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可に際して指定した区域を管轄する

都道府県知事に通知しなければならない。  

３  厚生労働大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国医療関係者（以下この条において「許可外国医療関係者」とい

う。）による医療を行う必要がなくなったと認めるときは、当該許可を取り消すものとする。  

４  厚生労働大臣は、許可外国医療関係者が、業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったとき、その他政令で定める事由に

該当するときは、当該許可を取り消すことができる。  

５  許可外国医療関係者については、外国において医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士に相当す

る資格を有する者をそれぞれ医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師又は救急救命士とみなして、政令で定める法律の

規定を適用する。  

６  医師法第十八条 、歯科医師法第十八条 、薬剤師法第二十条 又は救急救命士法 （平成三年法律第三十六号）第四十

八条 の規定は、許可外国医療関係者のうち、それぞれ外国において医師、歯科医師、薬剤師又は救急救命士に相当する

資格を有する者については、適用しない。 

第92条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（外国医薬品等の輸入の承認）  

第九十二条  薬事法 （昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の三 の規定は、避難住民等に対する医療の提供のた

めに必要な医薬品（同法第二条第一項 の医薬品をいう。以下この項及び第三項において同じ。）又は医療機器（同条第四項 

の医療機器をいう。以下この項及び第三項において同じ。）の輸入について準用する。この場合において、同法第十四条の

三第一項 中「第十四条 の承認の申請者が製造販売をしようとする物が」とあるのは「厚生労働大臣は」と、「として政令で定

めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項 」とあるのは「を輸入しようとする者に対して、第十四条第二項」と、

「薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目」とあるのは「その品目」と、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは

「厚生労働大臣が認めるもの」と読み替えるものとする。  

２  厚生労働大臣は、前項において準用する薬事法第十四条の三第一項 の承認を与えた場合において、当該承認に係る

品目の輸入の必要がなくなったと認めるとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくはその拡大を防止するため必要があると

認めるときは、当該承認を取り消すことができる。  

３  薬事法第八十条第四項 の規定は、第一項において準用する同法第十四条の三第一項 の規定により輸入される医薬品

又は医療機器について準用する。 

第93条 

 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第一節 救援（第七十四条―第九十三条）  

 

（海外からの支援の受入れ）  

第九十三条  内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、法律の規定によっては避難住民等の救援に係る海外からの

支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会

の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、当該支援の受入れについて必要な

措置を講ずるため、政令を制定することができる。  

２  災害対策基本法第百九条第三項 から第七項 までの規定は、前項の場合について準用する。 

第94条 
 第三章 避難住民等の救援に関する措置  

  第二節 安否情報の収集等（第九十四条―第九十六条）  
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（市町村長及び都道府県知事による安否情報の収集）  

第九十四条  市町村長は、政令で定めるところにより、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民（当該市

町村の住民以外の者で当該市町村に在るもの及び当該市町村で死亡したものを含む。）の安否に関する情報（以下「安否情

報」という。）を収集し、及び整理するよう努めるとともに、都道府県知事に対し、適時に、当該安否情報を報告しなければなら

ない。  

２  都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた安否情報を整理するほか、必要に応じて自ら安否情報を収集し、及び

整理するよう努めるとともに、総務大臣に対し、遅滞なく、これらの安否情報を報告しなければならない。  

３  安否情報を保有する関係機関は、前二項の規定による安否情報の収集に協力するよう努めなければならない。 

第102条 

 第四章 武力攻撃災害への対処に関する措置  

  第二節 応急措置等（第百二条―第百二十五条）  

 

（生活関連等施設の安全確保）  

第百二条  都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号の

いずれかに該当する施設で政令で定めるもの（以下この条において「生活関連等施設」という。）のうち当該都道府県の区域

内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理

者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。  

一  国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められ

るもの  

二  その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設  

２  指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防

止するため、生活関連等施設の安全の確保が緊急に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、自ら前項の規定

による要請を行うことができる。この場合において、当該要請を行ったときは、直ちに、その旨を当該生活関連等施設の所在

する都道府県の知事に通知しなければならない。  

３  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等においては、武力攻撃

災害の発生又はその拡大を防止するため、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、生活関連等施設

のうちその管理に係るものについて、警備の強化その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じなけれ

ばならない。  

４  第一項若しくは第二項の規定による要請に応じて必要な措置を講じようとする生活関連等施設の管理者又は前項の規定

により必要な措置を講じようとする指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長等は、都道

府県警察、消防機関（消防組織法 （昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条 各号に掲げる機関をいう。第百十九条第三

項及び第四項において同じ。）その他の行政機関に対し、その管理に係る生活関連等施設の安全の確保のため必要な支援

を求めることができる。  

５  都道府県公安委員会又は海上保安部長等は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止す

るため、都道府県知事から要請があったとき、又は事態に照らして特に必要があると認めるときは、生活関連等施設の敷地及

びその周辺の区域のうち、当該生活関連等施設の安全を確保するため立入りを制限する必要があるものを、立入制限区域と

して指定することができる。  

６  都道府県公安委員会及び海上保安部長等は、前項の立入制限区域を指定したときは、速やかに、その旨を生活関連等

施設の管理者に通知するとともに、その立入制限区域の範囲、立入りを制限する期間その他必要な事項を公示しなければな

らない。  

７  警察官又は海上保安官は、第五項の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者

以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずること

ができる。  

８  内閣総理大臣は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、生活関連等施設及

びその周辺の地域の安全の確保が特に必要であると認めるときは、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮し、危険の防

除、周辺住民の避難その他当該生活関連等施設の安全の確保に関し必要な措置を講じさせることができる。この場合におい

て、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、第五項の規定による立入制限区域の指定について必要な指示を

することができる。 

第105条 

 第四章 武力攻撃災害への対処に関する措置  

  第二節 応急措置等（第百二条―第百二十五条）  
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（武力攻撃原子力災害への対処）  

第百五条  原子力防災管理者（原子力災害対策特別措置法 （平成十一年法律第百五十六号）第九条第一項 の原子力防

災管理者をいう。第百九十二条第二号において同じ。）は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所（同

法第二条第四号 の原子力事業所をいう。第七項において同じ。）外（事業所外運搬（同条第二号 の事業所外運搬をいう。以

下この項及び第三項において同じ。）の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外。第七項において同じ。）へ放出され、

又は放出されるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、直ちに、その旨を指定行政機関の長（同法第三十

四条第二項 に規定する主務大臣に限る。以下この項から第四項まで及び次条において同じ。）、所在都道府県知事（同法第

七条第二項 の所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。）、所在市町村長（同項 の所在市町村長をいう。第三項

及び第四項において同じ。）及び関係隣接都道府県知事（同条第二項の関係隣接都道府県知事をいう。以下この条において

同じ。）に（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、指定行政機関の長並びに当該事実が発生した場所を管轄す

る都道府県知事及び市町村長に）通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県

知事は、関係周辺市町村長（同項の関係周辺市町村長をいう。）にその旨を通報するものとする。  

２  指定行政機関の長は、前項前段の規定による通報を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、

直ちに、その旨を対策本部長に報告するとともに、関係指定公共機関に通知しなければならない。  

３  所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事（事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、当

該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。）は、第一項に規定する事実があると認

めるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を指定行政機関の長に通報しなけ

ればならない。  

４  第二項の規定は、指定行政機関の長が第一項に規定する事実があると認めるとき、又は指定行政機関の長が前項の規

定による通報を受けたときについて準用する。この場合において、指定行政機関の長は、併せて所在都道府県知事、所在市

町村長及び関係隣接都道府県知事並びに原子力事業者（原子力災害対策特別措置法第二条第三号 の原子力事業者をい

う。第十三項において同じ。）に通知しなければならない。  

５  第一項後段の規定は、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事が前項後段の規定による通知を受けた場合につ

いて準用する。この場合において、第一項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする。  

６  都道府県知事は、第一項前段の規定による通報又は第四項後段の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に

関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を関係指定地方公共機関に通知しなければならない。  

７  対策本部長は、第二項（第四項において準用する場合を含む。）の規定による報告があった場合において、武力攻撃に

伴って放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出されることにより、人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずる

おそれがあると認めるときは、直ちに、次に掲げる事項の公示をしなければならない。  

一  武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線による被害（以下この条において「武力攻撃原

子力災害」という。）の発生又はその拡大を防止するための応急の対策（以下この条において「応急対策」という。）を実施すべ

き区域（以下この条において「応急対策実施区域」という。）  

二  当該武力攻撃原子力災害に係る事態の概要  

三  前二号に掲げるもののほか、応急対策実施区域内の住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項  

８  第四十五条及び第四十六条の規定は、対策本部長が前項の公示をした場合について準用する。  

９  内閣総理大臣は、第七項の公示があったときは、対策本部長の求めに応じ、対処基本方針に基づき、関係大臣を指揮

し、応急対策を実施させなければならない。  

１０  対策本部長は、第七項の公示をしたときは、直ちに、応急対策実施区域を管轄する都道府県知事に対し、住民の避難

その他の所要の応急対策を実施すべきことを指示しなければならない。  

１１  都道府県知事は、第七項の公示があった場合において、武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大を防止するため必

要があると認めるときは、市町村長に対し、所要の応急対策を実施すべきことを指示することができる。  

１２  対策本部長は、第七項の場合において、応急対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全

委員会の意見を聴いて、同項の公示を取り消す旨の公示をするものとする。  

１３  原子力災害対策特別措置法第二十五条 の規定は第一項 に規定する事実が発生した場合について、同法第二十六

条 の規定は第七項 の公示があった場合について、同法第二十七条 の規定は前項の規定による公示があった場合につい

て準用する。この場合において、同法第二十五条第一項 中「第十条第一項 の政令で定める事象」とあるのは「第一項 に規

定する事実」と、同項 及び同条第二項 中「の定めるところにより」とあるのは「で定める例により」と、同条第一項 並びに同法

第二十六条第一項第一号 、第二号及び第五号中「原子力災害」とあるのは「武力攻撃原子力災害」と、同法第二十五条第二

項 中「主務大臣」とあるのは「指定行政機関の長（原子力災害対策特別措置法第三十四条第二項 に規定する主務大臣に限

る。）」と、「事象」とあるのは「事実」と、同法第二十六条 （見出しを含む。）中「緊急事態応急対策」とあるのは「応急対策」と、

同条第一項第一号 中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項 の公示の内容」と、「避難の勧告又は指示」とあるのは「住
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民の避難」と、同項第八号 中「原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止」とあるのは「武力攻撃原子

力災害の発生又はその拡大の防止」と、同条第二項 中「原子力緊急事態宣言」とあるのは「第七項 の公示」と、「原子力緊急

事態解除宣言」とあるのは「前項の規定による公示」と、同項及び同法第二十七条第二項 中「指定行政機関の長及び指定地

方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関」とあるのは「指定行政機関

の長等」と、「法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令の規定に基づき、それ

ぞれその国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより（原子力事業者については、原

子力事業者防災業務計画で定める例により）」と、同法第二十六条第三項 及び第二十七条第三項 中「法令、防災計画又は

原子力事業者防災業務計画の定めるところにより」とあるのは「法令若しくは指定行政機関及び地方公共団体の国民の保護

に関する計画で定めるところにより、又は原子力事業者防災業務計画で定める例により」と、「地方公共団体の長その他の執

行機関」とあるのは「地方公共団体の長等」と、同条 の見出し並びに同条第二項 及び第三項 中「原子力災害事後対策」とあ

るのは「事後対策」と、同条第一項 中「原子力災害事後対策」とあるのは「事後対策（前項の規定による公示があった時以後

において、武力攻撃原子力災害の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧を図るため実施すべき対

策をいう。以下この条において同じ。）」と、同項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他」とあるのは「応急対策実施区

域その他」と、同号及び同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」とあるのは「応急対策実施区域等」と、同項第四号中

「原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止又は原子力災害の復旧」とあるのは「武力攻撃原子力災害

の発生若しくはその拡大の防止又は武力攻撃原子力災害の復旧」と読み替えるものとする。  

１４  原子力防災専門官（原子力災害対策特別措置法第三十条第一項 の原子力防災専門官をいう。）は、第一項前段又は

第三項の規定による通報があったときは、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集に関

する助言その他武力攻撃原子力災害の発生又はその拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。  

１５  国及び地方公共団体は、前二項の規定による措置を講ずる者の安全の確保に関し十分に配慮しなければならない。 

第142条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等）  

第百四十二条  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護

に関する計画で定めるところにより、住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは

点検し、又は住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなけれ

ばならない。 

第143条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給）  

第百四十三条  都道府県知事及び市町村長は、他の都道府県及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民

等の救援のため、その備蓄する物資又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。 

第144条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（物資及び資材の供給の要請）  

第百四十四条  都道府県知事又は市町村長は、住民の避難及び避難住民等の救援に当たって、その備蓄する物資又は資

材が不足し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあって

は指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資

又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。 

第148条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（避難施設の指定）  

第百四十八条  都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満

たす施設を避難施設として指定しなければならない。  

２  都道府県知事は、前項の規定により避難施設を指定しようとするときは、当該施設の管理者の同意を得なければならな

い。 

第149条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（避難施設に関する届出）  

第百四十九条  前条第一項の避難施設として指定を受けた施設の管理者は、当該施設を廃止し、又は用途の変更、改築そ
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の他の事由により当該施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、同項の規定による指定をした都道府

県知事に届け出なければならない。 

第150条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（避難施設に関する調査及び研究）  

第百五十条  政府は、武力攻撃災害から人の生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査

及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。 

第155条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（交通の規制等）  

第百五十五条  都道府県公安委員会は、住民の避難、緊急物資の運送その他の国民の保護のための措置が的確かつ迅速

に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、区域又は道路の区間を指定して、

緊急通行車両（道路交通法 （昭和三十五年法律第百五号）第三十九条第一項 の緊急自動車その他の車両で国民の保護の

ための措置の的確かつ迅速な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。）以外

の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。  

２  災害対策基本法第七十六条第二項 及び第七十六条の二 から第七十六条の四 までの規定は、前項の規定による通行

の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第五項 中「前条第一項」とあり、同法第七十六

条の三第五項 中「第七十六条第一項 」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百

五十五条第一項」と、同条第一項、第三項及び第四項並びに同法第七十六条の四中「災害応急対策」とあるのは「国民の保

護のための措置」と、同法第七十六条の三第三項及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」とあるのは「出動

等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官」と読み替えるものとする。 

第157条 

 第六章 復旧、備蓄その他の措置（第百四十一条―第百五十八条）  

 

（赤十字標章等の交付等）  

第百五十七条  何人も、武力攻撃事態等において、特殊信号（第一追加議定書（千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ

諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書（議定書Ｉ）をいう。以下この項及び次条第一項において同

じ。）第八条（ｍ）の特殊信号をいう。次項及び第三項において同じ。）又は身分証明書（第一追加議定書第十八条３の身分証

明書をいう。次項及び第三項において同じ。）をみだりに使用してはならない。  

２  指定行政機関の長又は都道府県知事は、武力攻撃事態等においては、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関す

る法律 （昭和二十二年法律第百五十九号。次項及び第四項において「赤十字標章法」という。）第一条 及び前項の規定に

かかわらず、指定行政機関の長にあっては避難住民等の救援の支援を行う当該指定行政機関の長が所管する医療機関又

は当該指定行政機関の職員（その管轄する指定地方行政機関の職員を含む。次条第二項第一号において同じ。）である医

療関係者（第八十五条第一項の政令で定める医療関係者をいう。以下この項及び次項において同じ。）に対し、都道府県知

事にあってはその管理の下に避難住民等の救援を行う医療機関若しくは医療関係者又は当該避難住民等の救援に必要な

援助について協力をする医療機関若しくは医療関係者に対し、これらの者（これらの者の委託により医療に係る業務を行う者

を含む。以下この項において同じ。）又はこれらの者が行う医療のために使用される場所若しくは車両、船舶、航空機等（次項

及び次条において「場所等」という。）を識別させるため、赤十字標章等（白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の

標章をいう。次項及び第四項において同じ。）、特殊信号又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。  

３  前項に規定する医療機関及び医療関係者以外の医療機関及び医療関係者は、武力攻撃事態等においては、赤十字標

章法第一条 及び第一項 の規定にかかわらず、これらの者（これらの者の委託により医療に係る業務を行う者を含む。以下こ

の項において同じ。）又はこれらの者が行う医療のために使用される場所等を識別させるため、あらかじめ、医療機関である

指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、医療機関である指定地方公共機関にあって

は当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の、その他の医療機関及び医療関係者にあっては当該者が医療を行う

地域を管轄する都道府県知事の許可を受けて、赤十字標章等、特殊信号又は身分証明書を使用することができる。  

４  赤十字標章法第三条 の規定は、武力攻撃事態等においては、適用しない。ただし、対処基本方針が定められる前に同

条 の許可を受けた者は、武力攻撃事態等においても、同条 に規定する傷者又は病者の無料看護を引き続き行う場合に限

り、前項の規定にかかわらず、赤十字標章等を使用することができる。 

第167条 

 第七章 財政上の措置等（第百五十九条―第百七十一条）  

 

（市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁）  
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第百六十七条  都道府県は、都道府県知事が第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務

の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施に要する費用を支弁しなければならない。  

２  都道府県知事は、第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行う

こととしたとき、又は都道府県が救援の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現

在地の市町村に救援の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。 

第168条 

 第七章 財政上の措置等（第百五十九条―第百七十一条）  

 

（国及び地方公共団体の費用の負担）  

第百六十八条  次に掲げる費用のうち、第百六十四条から前条まで（第百六十五条第二項及び前条第二項を除く。第三項

において同じ。）の規定により地方公共団体が支弁したもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国

が負担する。ただし、地方公共団体の職員の給料及び扶養手当その他政令で定める手当、地方公共団体の管理及び行政事

務の執行に要する費用で政令で定めるもの並びに地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定め

るものについては、地方公共団体が負担する。  

一  第二章に規定する住民の避難に関する措置に要する費用  

二  第三章に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用  

三  第四章に規定する武力攻撃災害への対処に関する措置に要する費用  

四  第百五十九条から第百六十一条までに規定する損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要

する費用（地方公共団体に故意又は重大な過失がある場合を除く。）  

２  第四十二条第一項の規定により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が地方公共団体の長等と共同して行う訓

練に係る費用で第百六十四条の規定により地方公共団体が支弁したものについては、政令で定めるものを除き、国が負担す

る。  

３  前二項の規定により国が負担する費用を除き、第百六十四条から前条までの規定により地方公共団体が支弁する費用に

ついては、地方公共団体が負担する。 

第184条 

 第九章 雑則（第百八十四条―第百八十七条） 

 

（大都市の特例）  

第百八十四条  第三章第一節（第七十六条及び第七十九条第二項（第七十一条第二項に係る部分を除く。）を除き、前条に

おいて準用する場合を含む。）並びに第百四十八条、第百四十九条、第百五十七条第二項、第百五十九条第二項（前条に

おいて準用する場合を含む。）及び第百六十条第二項（前条において準用する場合を含む。）の規定により都道府県又は都

道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市又は指定都市の長が処理するものとする。

この場合においては、これらの規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規

定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。  

２  前項の場合における第七十四条の規定の適用については、同条第一項中「避難先地域を管轄する都道府県知事」とあ

るのは「避難先地域を管轄する都道府県知事を経由して、避難先地域となる当該都道府県の区域内の指定都市の長」と、同

条第二項中「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事」とあるのは「当該被災者が発生した地域を管轄する都道

府県知事を経由して、当該被災者が発生した当該都道府県の区域内の指定都市の長」とする。  

３  第一項の場合において、指定都市の長は、第百四十八条第一項の規定による指定をし、又は第百四十九条の規定によ

る届出があったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 

第185条 

 第九章 雑則（第百八十四条―第百八十七条） 

 

（特別区についてのこの法律の適用等）  

第百八十五条  この法律の適用については、特別区は、市とみなす。  

２  第六十二条第二項から第四項まで（これらの規定を第六十九条第二項（第百八十三条において準用する場合を含む。）

及び第百八十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）並びに第六十六条第一項及び第七十条（こ

れらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。）の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準

用する。この場合において、第六十二条第二項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合（以

下「消防組合」という。）の管理者（地方自治法第二百八十七条の二第二項 の規定により管理者に代えて理事会を置く一部事

務組合にあっては、理事。以下同じ。）又は長」とあり、同条第四項 中「当該消防組合の管理者又は長」とあるのは「都知事」

と、同条第二項 及び第四項 中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「特別区」と、「当該市町村」とあるのは「当該特

別区」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「特別区の消防長」と、「消防団長」とあるのは「当該特別区の消防団長」と読み
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替えるものとする。 

8. 特定都市河川浸水被害対策法 （平成15年6月11日法律第77号） 

第32条 

 第四章 都市洪水想定区域等（第三十二条・第三十三条）  

 

（都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域）  

第三十二条  国土交通大臣は特定都市河川のうち一級河川の区間（河川法第九条第二項 に規定する指定区間を除く。）に

ついて、都道府県知事は特定都市河川のうちその他の区間について、都市洪水が発生した時の円滑かつ迅速な避難を確保

し、及び都市洪水による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、流域水害対策計画におい

て定められた都市洪水の発生を防ぐべき目標となる降雨が生じた場合にその特定都市河川のはん濫による都市洪水が想定

される区域を、都市洪水想定区域として指定するものとする。ただし、その特定都市河川について、水防法 （昭和二十四年

法律第百九十三号）第十条第二項 、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定による指定があるときは、

この限りでない。  

２  前項本文に定めるもののほか、特定都市河川流域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長、当該市町村を包括

する都道府県の知事及び特定都市下水道の下水道管理者（特定都市河川流域の全部が一の市町村の区域内にある場合に

あっては、市町村の長及び特定都市下水道の下水道管理者）は、共同して、当該特定都市河川流域について、都市浸水が

発生した時の円滑かつ迅速な避難を確保し、及び都市浸水による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところによ

り、流域水害対策計画において定められた都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨が生じた場合に都市浸水が想定され

る区域を、都市浸水想定区域として指定するものとする。  

３  前二項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らかにしてするものとする。  

４  第一項本文又は第二項の規定による指定をした者は、指定後速やかに、国土交通省令で定めるところにより、指定の区

域及び浸水した場合に想定される水深を公表しなければならない。  

５  第一項本文の規定による指定をした者は、指定後速やかに、前項の規定により公表すべき事項を当該都市洪水想定区

域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。  

６  前三項の規定は、第一項本文又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

第33条 

 第四章 都市洪水想定区域等（第三十二条・第三十三条）  

 

（都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置）  

第三十三条  市町村防災会議（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項 に規定する市町村

防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、前条第一項本文の

規定による都市洪水想定区域の指定又は同条第二項の規定による都市浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防

災計画（同法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。第三項において同じ。）において、都市洪水及び

都市浸水が相互に影響を及ぼすものであることを考慮して、都市洪水又は都市浸水の発生又は発生のおそれに関する情報

（以下「洪水等情報」という。）の伝達方法、避難場所その他都市洪水又は都市浸水が生じた時の円滑かつ迅速な避難の確保

を図るために必要な事項について定めるものとする。  

２  市町村防災会議は、都市洪水想定区域内又は都市浸水想定区域内に地下街その他不特定かつ多数の者が利用する地

下に設けられた施設がある場合には、都市洪水又は都市浸水が生じた時における当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避

難の確保が図られるように、前項に規定する洪水等情報の伝達方法を定めるものとする。  

３  都市洪水想定区域又は都市浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画において定められた

洪水等情報の伝達方法、避難場所その他都市洪水又は都市浸水が生じた時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必

要な事項について、住民に周知させるように努めるものとする。  

４  都市洪水想定区域（当該特定都市河川が水防法第十条第二項 、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項

の規定による指定を受けている場合にあっては、同法第十四条第一項 に規定する浸水想定区域を含む。）内又は都市浸水

想定区域内の地下街その他不特定かつ多数の者が利用する地下に設けられた施設の所有者又は管理者は、単独に又は共

同して、都市洪水又は都市浸水が生じた時における当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

措置に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。  

５  第一項から第三項までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項 の規定により浸水被害の軽減を図るため市町村防

災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第一項中「市町村防災会議（災害対策基本

法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村に

あっては、当該市町村の長とする。」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二
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十三号）第十七条第一項 に規定する市町村防災会議の協議会をいう。」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項 

に規定する市町村地域防災計画をいう。」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十四条第一項 に規定する市町

村相互間地域防災計画をいう。」と、第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、第三項中「市町村

地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。 

9. 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の

安全の確保に関する法律 
（平成15年6月13日法律第79号） 

第2条 

 第一章 総則（第一条―第八条）  

 

（定義）  

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一  武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。  

二  武力攻撃事態 武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事

態をいう。  

三  武力攻撃予測事態 武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。  

四  指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 

イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関

並びに国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項 に規定する機関 

ロ 内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに宮内庁法 （昭和二十二年法律第七十号）第十六条第一項 並びに

国家行政組織法第八条 に規定する機関 

ハ 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 並びに国家行政組織法第八条の二 に

規定する機関 

ニ 内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三 に規定する機関 

五  指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局（内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条 （宮内庁法第十八条

第一項 において準用する場合を含む。）並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条 の地方支分部

局をいう。）その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。  

六  指定公共機関 独立行政法人（独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号）第二条第一項 に規定する独立行政

法人をいう。）、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的

事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。  

七  対処措置 第九条第一項の対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は

指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。 

イ 武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置 

（１） 武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動 

（２） （１）に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保

障条約（以下「日米安保条約」という。）に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために

実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置 

（３） （１）及び（２）に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置 

ロ 武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合

において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置 

（１） 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置 

（２） 生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置 

第22条 

 第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備（第二十一条―第二十三条）  

 

（事態対処法制の整備）  

第二十二条  政府は、事態対処法制の整備に当たっては、次に掲げる措置が適切かつ効果的に実施されるようにするもの

とする。  

一  次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国

民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置 

イ 警報の発令、避難の指示、被災者の救助、消防等に関する措置 

ロ 施設及び設備の応急の復旧に関する措置 

ハ 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置 
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ニ 輸送及び通信に関する措置 

ホ 国民の生活の安定に関する措置 

ヘ 被害の復旧に関する措置 

二  武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する行動が円滑かつ効果的に実施されるための次に掲げる措置その

他の武力攻撃事態等を終結させるための措置（次号に掲げるものを除く。） 

イ 捕虜の取扱いに関する措置 

ロ 電波の利用その他通信に関する措置 

ハ 船舶及び航空機の航行に関する措置 

三  アメリカ合衆国の軍隊が実施する日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に

実施されるための措置 

第25条 

 第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置（第二十四条―第二十七条） 

 

（緊急対処事態対処方針）  

第二十五条  政府は、緊急対処事態（武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又

は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態（後日対処基本方針において武力攻撃事態で

あることの認定が行われることとなる事態を含む。）で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。以下同じ。）に至っ

たときは、緊急対処事態に関する対処方針（以下「緊急対処事態対処方針」という。）を定めるものとする。  

２  緊急対処事態対処方針に定める事項は、次のとおりとする。  

一  緊急対処事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実  

二  当該緊急対処事態への対処に関する全般的な方針  

三  緊急対処措置に関する重要事項  

３  前項第三号の緊急対処措置とは、緊急対処事態対処方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地

方公共団体又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。  

一  緊急対処事態を終結させるためにその推移に応じて実施する緊急対処事態における攻撃の予防、鎮圧その他の措置 

二  緊急対処事態における攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は緊急対処事態における攻撃が国民

生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために緊急対処事態の推移に応じて実施

する警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧その他の措置  

４  内閣総理大臣は、緊急対処事態対処方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。  

５  内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該決定があった日から二十日以内に国会に付議して、緊急対処

事態対処方針につき、国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場

合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。  

６  内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、直ちに、緊急対処事態対処方針を公示してその周知を図らなけ

ればならない。  

７  内閣総理大臣は、第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認があったときは、直ちに、その旨を公示しなけれ

ばならない。  

８  第五項の規定に基づく緊急対処事態対処方針の承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る緊

急対処措置は、速やかに、終了されなければならない。  

９  内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施するに当たり、緊急対処事態対処方針に基づいて、内閣を代表して行政各部を

指揮監督する。  

１０  第四項から第八項までの規定は、緊急対処事態対処方針の変更について準用する。ただし、緊急対処措置を構成する

措置の終了を内容とする変更については、第五項、第七項及び第八項の規定は、この限りでない。  

１１  内閣総理大臣は、緊急対処措置を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が緊急対処措置を終了すべきこと

を議決したときは、緊急対処事態対処方針の廃止につき、閣議の決定を求めなければならない。  

１２  内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、速やかに、緊急対処事態対処方針が廃止された旨及び緊急対

処事態対処方針に定める緊急対処措置の結果を国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。 

10. イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に

関する特別措置法 
（平成15年8月1日法律第137号） 

第8条 

 第二章 対応措置等（第四条―第十七条）  

 

（自衛隊による対応措置の実施）  
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第八条  防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての物品の提供（自衛

隊に属する物品の提供に限る。）を行うものとする。  

２  防衛大臣は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役務の提供（自衛隊による役務の提供に限る。）

について実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。  

３  防衛大臣は、前項の実施要項において、対応措置を実施する区域（以下この条において「実施区域」という。）を指定する

ものとする。  

４  防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合に

は、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。  

５  対応措置のうち公海若しくはその上空又は外国の領域における活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその

指定する者は、当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照ら

して戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実施を一時休止し又は避難するなどして当該戦闘行為によ

る危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。  

６  自衛隊の部隊等が対応措置として実施する業務には、次に掲げるものを含まないものとする。  

一  武器（弾薬を含む。第十八条において同じ。）の提供  

二  戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備  

７  自衛隊の部隊等は、外国の領域において対応措置を実施するに当たり、外務大臣の指定する在外公館と密接に連絡を

保つものとする。  

８  外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、自衛隊による対応措置の実施のため必要な協力を行うものと

する。  

９  第二項の規定は、同項の実施要項の変更（第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。）について準用する。 

11. 沖縄振興特別措置法 （平成14年3月31日法律第14号） 

別表（第

105関係） 
（※別紙1に記載） 

12. 都市再生特別措置法 （平成14年4月5日法律第22号） 

第29条 

 第四章 都市再生緊急整備地域における特別の措置  

  第二節 民間都市再生事業計画の認定等（第二十条―第三十五条）  

 

（民間都市機構の行う都市再生事業支援業務）  

第二十九条  民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一

項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による都市再生事業を推進するため、国土交通

大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。  

一  認定事業として公共施設（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第六項の都市計画施設、同法第十二条の四

第一項第一号の地区計画で同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定めるものに関する都市計画において

その配置及び規模が定められた同条第五項第二号の施設又は港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第三条の三第一

項に規定する港湾計画において定められた同法第二条第五項の港湾施設であるものに限る。）の整備に関する事業であっ

て政令で定めるものを施行する認定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付け

ること。  

二  次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部（公共施設並びにこれに準ずる避難施設、

駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設（次号及び第七十一条第一項第一号に

おいて「公共施設等」という。）の整備に要する費用の額の範囲内に限る。）について支援すること。 

イ 認定事業者（専ら認定事業の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。）に対する出資又は認定事業者（専ら認定

事業の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。）が発行する社債の取得 

ロ 専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地（以下「認定建築物等」という。）を取得し、当

該認定建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、合同会社若しくは特定目的会社（資産の流動化に関する

法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。）に対する出資又は当該株式会

社、合同会社若しくは特定目的会社が発行する社債の取得 

ハ 不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第二項に規定する不動産取引（認定建築物等を整備し、又は

整備された認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。）を対象とする同

条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資 
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ニ 信託（受託した土地に認定建築物等を整備し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。）

の受益権の取得 

ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法 

三  次に掲げる債務を保証すること。ただし、認定事業者が認定事業として施行する公共施設等の整備に要する費用の額

に相当する額の範囲内に限る。 

イ 認定事業者が認定事業の施行に要する費用に充てるために行う資金の借入れ又は社債の発行に係る債務 

ロ 認定事業者からの認定建築物等の取得に要する費用に充てるため、前号ロに規定する株式会社、合同会社若しくは特定

目的会社が行う資金の借入れ又は当該株式会社、合同会社若しくは特定目的会社が行う社債の発行に係る債務 

四  認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。  

五  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

２  前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十条中「第四条第一項第

二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項第三号」と、民間都市開発法第十一条第

一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第二十九条第一項各

号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに

都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号から第三号まで」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」と

あるのは「第十一条第一項（都市再生特別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この

号において同じ。）」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条（都市再生特

別措置法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。  

３  民間都市機構は、第一項第一号から第三号までに掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従

って行わなければならない。 

13. 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 （平成14年7月26日法律第92号） 

第5条 

（基本計画）  

第五条  中央防災会議は、第三条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、東南海・南海地震防災対策推進基

本計画（以下「基本計画」という。）を作成し、及びその実施を推進しなければならない。  

２  基本計画は、国の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的方針、東南海・南海地震防災対策推進

計画（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第九号 に規定する防災業務計画、同条第十号 に規定

する地域防災計画又は石油コンビナート等災害防止法 （昭和五十年法律第八十四号）第三十一条第一項 に規定する石油

コンビナート等防災計画のうち、次条第一項各号に掲げる事項について定めた部分をいい、以下「推進計画」という。）及び東

南海・南海地震防災対策計画（第七条第一項又は第二項に規定する者が東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑

な避難の確保に関し作成する計画をいい、以下「対策計画」という。）の基本となるべき事項その他推進地域における地震防

災対策の推進に関する重要事項について定めるものとする。  

３  災害対策基本法第三十四条第二項 の規定は、基本計画を作成し、又は変更した場合に準用する。 

第6条 

（推進計画）  

第六条  第三条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第二条第三号 に規定する指定行政

機関の長（指定行政機関が内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家

行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項 の委員会又は災害対策基本法第二条第三号 ロに掲げる機関

若しくは同号 ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から

事務の委任があった場合にあっては当該事務については当該委任を受けた同条第四号 に規定する指定地方行政機関の

長をいう。）及び同条第五号 に規定する指定公共機関（指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた

同条第六号 に規定する指定地方公共機関）は同条第九号 に規定する防災業務計画において、同法第二十一条 に規定す

る地方防災会議等（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長）は同法第二条第十号 に規定

する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項 に規定する石油コンビナート等防災本部及

び同法第三十条第一項 に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画

において、次の事項を定めなければならない。  

一  避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるもの

の整備に関する事項  

二  東南海・南海地震に伴い発生する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項、東南海・南海地震に係る防災

訓練に関する事項その他東南海・南海地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの  

２  推進計画は、基本計画を基本とするものとする。 
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第7条 

（対策計画）  

第七条  推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者（前条第一

項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める

者に限る。）は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。  

一  病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設  

二  石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設  

三  鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業  

四  前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業  

２  第三条第一項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に

管理し、又は運営している者（前条第一項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策

を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。）は、当該指定があった日から六月以内に、対策計画を作成しなければなら

ない。  

３  対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたとき

は、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならない。  

４  対策計画は、当該施設又は事業についての東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事

項その他政令で定める事項について定めるものとする。  

５  対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。  

６  第一項又は第二項に規定する者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都

府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  

７  第一項又は第二項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて

届出をすべきことを勧告することができる。  

８  都府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。 

第10条 

（地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等）  

第十条  国及び地方公共団体は、推進地域において、避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防

災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。 

14. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律 
（平成12年5月8日法律第57号） 

第1条 

 第一章 総則（第一条・第二条）  

 

（目的）  

第一条  この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を

明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域に

おいて一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止

のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

第6条 

 第三章 土砂災害警戒区域（第六条・第七条） 

 

（土砂災害警戒区域）  

第六条  都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生

ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべ

き土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域（以下「警戒区域」という。）として指定することが

できる。  

２  前項に規定する指定（以下この条において「指定」という。）は、第二条に規定する土砂災害の発生原因ごとに、指定の区

域及びその発生原因となる自然現象の種類を定めてするものとする。  

３  都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係のある市町村の長の意見を聴かなければならない。  

４  都道府県知事は、指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨並びに指定の区域及び土砂災害の発

生原因となる自然現象の種類を公示しなければならない。  

５  都道府県知事は、前項に規定する公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係のある市町村

の長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。  

６  前三項の規定は、指定の解除について準用する。 
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第7条 

 第三章 土砂災害警戒区域（第六条・第七条） 

 

（警戒避難体制の整備等）  

第七条  市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の長。以下同じ。）は、警戒区域の

指定があったときは、市町村地域防災計画（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）による市町村地域防災

計画をいう。）において、当該警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避

難、救助その他当該警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものと

する。  

２  市町村防災会議は、警戒区域内に主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する

施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう前項の土砂災害に関する情報、予報及び警報の

伝達方法を定めるものとする。  

３  警戒区域をその区域に含む市町村の長は、第一項に規定する市町村地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めると

ころにより、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒

区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布

その他の必要な措置を講じなければならない。 

15. 内閣府設置法 （平成11年7月16日法律第89号） 

第4条 

 第二章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務（第二条―第四条）  

 

（所掌事務）  

第四条  内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の

企画及び立案並びに総合調整に関する事務（内閣官房が行う内閣法 （昭和二十二年法律第五号）第十二条第二項第二号 

に掲げる事務を除く。）をつかさどる。  

一  短期及び中長期の経済の運営に関する事項  

二  財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項  

三  経済に関する重要な政策（経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。）に関する事項  

四  科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項  

五  科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項  

六  前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項  

七  災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興（第三項第八号を除き、以下「防災」という。）に関する基本的

な政策に関する事項  

八  前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他

の防災に関する事項  

九  男女共同参画社会の形成（男女共同参画社会基本法 （平成十一年法律第七十八号）第二条第一号 に規定するものを

いう。以下同じ。）の促進を図るための基本的な政策に関する事項  

十  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進

に関する事項  

十一  沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項  

十二  前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対

処に関する事項  

十三  北方地域（政令で定める地域をいう。以下同じ。）に関する諸問題への対処に関する事項  

十四  青少年の健全な育成に関する事項  

十五  金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項  

十六  食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項  

十七  消費者基本法 （昭和四十三年法律第七十八号）第二条 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本

理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する

事項  

十八  食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項  

２  前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、少子化及び高齢化の進展への対処、障害者

の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに自殺対策の推進に関する政策その他

の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統
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一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。  

３  前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  内外の経済動向の分析に関すること。  

二  経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること（他省の所掌に属するものを除

く。）。  

三  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 （平成十一年法律第百十七号）第四条第一項 に

規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。  

三の二  構造改革特別区域法 （平成十四年法律第百八十九号）第四条第一項 に規定する構造改革特別区域計画の認定

に関すること。  

三の三  地域再生法 （平成十七年法律第二十四号）第五条第一項 に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第

十九条第一項 の交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること並びに同法第二十条第一

項 に規定する指定金融機関の指定及び同項 に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること。  

三の四  競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 （平成十八年法律第五十一号）第七条第一項 に規定する公

共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。  

三の五  道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 （平成十八年法律第百十六号）第七条第一項 に規定す

る道州制特別区域計画に関すること。  

四  市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。  

五  経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究（大学及び大学共同利用機関にお

けるものを除く。）に関すること。  

六  国民経済計算に関すること。  

七  防災に関する施策の推進に関すること。  

八  防災に関する組織（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第二章 に規定するものをいう。）の設置及

び運営並びに防災計画（同法第二条第七号 に規定するものをいう。）に関すること。  

九  激甚災害（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 （昭和三十七年法律第百五十号）第二条第一

項 に規定するものをいう。）及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。  

十  特定非常災害（特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 （平成八年法律第八

十五号）第二条第一項 に規定するものをいう。）及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。  

十一  被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法 （平成十年法律第六十六号）第三条第一項 に規定するものをい

う。）の支給に関すること。  

十二  台風常襲地帯（台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法 （昭和三十三年法律第七十二号）第三条第

一項 に規定するものをいう。）及び災害防除事業（同法第二条第一項 に規定するものをいう。）の指定に関すること。  

十三  避難施設緊急整備地域（活動火山対策特別措置法 （昭和四十八年法律第六十一号）第二条第一項 に規定するもの

をいう。）及び降灰防除地域（同法第十二条第一項 に規定するものをいう。）の指定に関すること。  

十四  大規模地震対策特別措置法 （昭和五十三年法律第七十三号）に基づく地震防災対策に関すること。  

十四の二  原子力災害対策特別措置法 （平成十一年法律第百五十六号）第十五条第二項 に規定する原子力緊急事態宣

言、同条第三項 に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項 に規定する原子力緊急事態解除宣言

を行うこと並びに同法第十六条第一項 に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。  

十四の三  東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 （平成十四年法律第九十二号）に基づく地

震防災対策に関すること。  

十四の四  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 （平成十六年法律第二十

七号）に基づく地震防災対策に関すること。  

十五  第七号から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること（他省の所掌に属するものを除く。）。  

十六  男女共同参画基本計画（男女共同参画社会基本法第十三条第一項 に規定するものをいう。）の作成及び推進に関

すること。  

十七  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及

び立案並びに実施に関すること。  

十八  沖縄（沖縄県の区域をいう。以下同じ。）における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画（以下「振興開発

計画」という。）の作成及び推進に関すること。  

十九  振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるもの

に関する関係行政機関の経費（政令で定めるものを除く。）の配分計画に関すること（文部科学省及び環境省の所掌に属する

ものを除く。）。  
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二十  前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること（他省の所掌に属

するものを除く。）。  

二十一  沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。  

二十二  沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 （昭和

五十二年法律第四十号）の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。  

二十三  北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。  

二十四  北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務（外務省の所掌に属する

ものを除く。）の推進に関すること。  

二十五  本土（北方地域以外の地域をいう。以下同じ。）と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証

明に関する文書の作成に関すること。  

二十六  本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。  

二十六の二  青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（平成二十年法律第七十九

号）第十二条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。  

二十六の三  子ども・若者育成支援推進法 （平成二十一年法律第七十一号）第八条第一項 に規定する子ども・若者育成支

援推進大綱の作成及び推進に関すること。  

二十七  前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要

となる当該事務の実施の推進に関すること。  

二十七の二  食品安全基本法 （平成十五年法律第四十八号）第十一条第一項 に規定する食品健康影響評価に関するこ

と。  

二十七の三  食育推進基本計画（食育基本法 （平成十七年法律第六十三号）第十六条第一項 に規定するものをいう。）の

作成及び推進に関すること。  

二十八  栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。  

二十九  外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。  

三十  内閣総理大臣の行う表彰に関すること。  

三十一  国民の祝日に関すること。  

三十二  元号その他の公式制度に関すること。  

三十三  国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること（他省の所掌に属するものを除く。）。  

三十四  迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。  

三十五  国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する

こと（消費者庁の所掌に属するものを除く。）。  

三十六  市民活動の促進に関すること。  

三十七  官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。  

三十八  政府の重要な施策に関する広報に関すること。  

三十九  世論の調査に関すること。  

四十  公文書館に関する制度に関すること。  

四十一  前号に掲げるもののほか、歴史資料として重要な公文書その他の記録（国又は独立行政法人国立公文書館が保管

するものに限り、現用のものを除く。）の保存及び利用に関すること（他の機関の所掌に属するものを除く。）。  

四十二  少子化に対処するための施策の大綱（少子化社会対策基本法 （平成十五年法律第百三十三号）第七条 に規定す

るものをいう。）の作成及び推進に関すること。  

四十三  高齢社会対策の大綱（高齢社会対策基本法 （平成七年法律第百二十九号）第六条 に規定するものをいう。）の作

成及び推進に関すること。  

四十四  障害者基本計画（障害者基本法 （昭和四十五年法律第八十四号）第九条第一項 に規定するものをいう。）の策定

及び推進に関すること。  

四十五  交通安全基本計画（交通安全対策基本法 （昭和四十五年法律第百十号）第二十二条第一項 に規定するものをい

う。）の作成及び推進に関すること（国土交通省の所掌に属するものを除く。）。  

四十六  犯罪被害者等基本計画（犯罪被害者等基本法 （平成十六年法律第百六十一号）第八条第一項 に規定するものを

いう。）の作成及び推進に関すること。  

四十六の二  自殺対策の大綱（自殺対策基本法 （平成十八年法律第八十五号）第八条 に規定するものをいう。）の作成及

び推進に関すること。  

四十七  原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。  

四十八  地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。  
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四十九  選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。  

五十  国会等（国会等の移転に関する法律 （平成四年法律第百九号）第一条 に規定するものをいう。）の移転先の候補地

の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。  

五十の二  統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。  

五十一  租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。  

五十二  国際平和協力業務（国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 （平成四年法律第七十九号）第三条第

三号 に規定するものをいう。）及び物資協力（同条第四号 に規定するものをいう。）に関すること（他省の所掌に属するもの

を除く。）。  

五十二の二  科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。  

五十三  情報公開・個人情報保護審査会設置法 （平成十五年法律第六十号）第二条 に規定する調査審議に関すること。 

五十四  北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 （平成十四年法律第百四十三号）第二条 及び第四

条 から第六条 までに規定する事務（他省の所掌に属するものを除く。）  

五十四の二  中心市街地の活性化に関する法律 （平成十年法律第九十二号）第九条第一項 に規定する基本計画の認定

に関すること。  

五十四の三  公益社団法人及び公益財団法人に関すること。  

五十四の四  国家公務員法 （昭和二十二年法律第百二十号）第十八条の七第二項 及び第百六条の五第二項 に規定す

る事務  

五十五  所掌事務に係る国際協力に関すること。  

五十六  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。  

五十七  宮内庁法 （昭和二十二年法律第七十号）第二条 に規定する事務  

五十八  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 （昭和二十二年法律第五十四号）第二十七条の二 に規定す

る事務  

五十九  警察法 （昭和二十九年法律第百六十二号）第五条第二項 及び第三項 に規定する事務  

六十  金融庁設置法 （平成十年法律第百三十号）第四条 に規定する事務  

六十一  消費者庁及び消費者委員会設置法 （平成二十一年法律第四十八号）第四条 及び第六条第二項 に規定する事

務  

六十二  前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき内閣府に属させられた事務 

16. 厚生労働省設置法 （平成11年7月16日法律第97号） 

第4条 

 第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務  

  第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務（第三条・第四条） 

 

（所掌事務）  

第四条  厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。  

二  少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。  

三  疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。  

四  原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。  

五  労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。  

六  労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。  

七  労働関係の調整に関すること。  

八  人口政策に関すること。  

九  医療の普及及び向上に関すること。  

十  医療の指導及び監督に関すること。  

十一  医療機関の整備に関すること。  

十二  医師及び歯科医師に関すること。  

十三  保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視

能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。  

十四  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。  

十五  医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整

並びに化粧品の研究及び開発に関すること。  
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十六  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の製造販売業、製造業、販売業、賃貸業及び修理業（化粧

品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。）の発達、改善及び調整に関すること。  

十七  国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること（内閣府の所掌に属するものを除く。）。  

十七の二  がん対策基本法 （平成十八年法律第九十八号）第九条第一項 に規定するがん対策推進基本計画の策定及び

推進に関すること。  

十七の三  肝炎対策基本法 （平成二十一年法律第九十七号）第九条第一項 に規定する肝炎対策基本指針の策定に関す

ること。  

十八  衛生教育に関すること。  

十九  感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。  

二十  臓器の移植に関すること。  

二十一  治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。  

二十二  原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。  

二十三  栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。  

二十四  建築物衛生の改善及び向上に関すること。  

二十五  埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。  

二十六  理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。  

二十七  理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関する

こと。  

二十八  公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関

する法律 （昭和三十二年法律第百六十四号）第二条第一項 各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。  

二十九  水道に関すること。  

三十  国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。  

三十一  医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。  

三十二  麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関する取締りに関すること。  

三十三  毒物及び劇物の取締りに関すること。  

三十四  採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。  

三十五  人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の

取扱いの規制に関すること。  

三十六  有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。  

三十七  薬剤師に関すること。  

三十八  飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること（内閣府の所掌に属するものを除く。）。  

三十九  販売の用に供する食品衛生法 （昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第一項 、第二項、第四項若しくは第

五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十二条第一項 に規定するおもちゃ（第十六条第二項に

おいて「食品等」という。）の取締りに関すること（内閣府の所掌に属するものを除く。）。  

四十  第三号、第四号及び第九号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。  

四十一  労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。  

四十二  労働能率の増進に関すること。  

四十三  児童の使用の禁止に関すること。  

四十四  産業安全（鉱山における保安を除く。）に関すること。  

四十五  労働衛生に関すること（労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災

害時の救護に関することを除く。）。  

四十六  労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。  

四十七  政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。  

四十八  勤労者の財産形成の促進に関すること。  

四十九  中小企業退職金共済法 （昭和三十四年法律第百六十号）の規定による退職金共済に関すること。  

五十  労働者の保護及び福利厚生に関すること。  

五十一  労働金庫の事業に関すること。  

五十二  削除  

五十三  労働力需給の調整に関すること。  

五十四  政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。  

五十五  職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。  
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五十六  高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。  

五十七  障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。  

五十八  地域雇用開発促進法 （昭和六十二年法律第二十三号）第二条第一項 に規定する地域雇用開発に関すること。  

五十九  失業対策その他雇用機会の確保に関すること。  

六十  雇用管理の改善に関すること。  

六十一  政府が管掌する雇用保険事業に関すること。  

六十二  第五十三号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。  

六十三  公共職業訓練に関すること。  

六十四  技能検定に関すること。  

六十五  職業能力開発促進法 （昭和四十四年法律第六十四号）第四条第二項 に規定する事業主その他の関係者による

職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること（他省の所掌に属するも

のを除く。）。  

六十六  勤労青少年の福祉の増進に関すること。  

六十七  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。  

六十八  育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。  

六十九  短時間労働者の福祉の増進に関すること。  

七十  家内労働者の福祉の増進に関すること。  

七十一  家族労働問題及び家事使用人に関すること。  

七十二  女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。  

七十三  労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。  

七十四  児童の心身の育成及び発達に関すること。  

七十五  児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。  

七十六  児童の福祉のための文化の向上に関すること。  

七十七  前三号に掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。  

七十八  福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉の増進に関すること。  

七十九  児童の保健の向上に関すること。  

八十  妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。  

八十一  社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。  

八十二  生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。  

八十三  被災者の応急救助及び避難住民等（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 （平成十六

年法律第百十二号）第七十五条第一項 に規定する避難住民等をいう。）の救援に関すること。  

八十四  消費生活協同組合の事業に関すること。  

八十五  社会福祉士及び介護福祉士に関すること。  

八十六  第八十一号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。  

八十七  障害者の福祉の増進に関すること。  

八十八  障害者の保健の向上に関すること。  

八十九  精神保健福祉士に関すること。  

九十  老人の福祉の増進に関すること。  

九十一  老人の保健の向上に関すること。  

九十二  地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。  

九十三  介護保険事業に関すること。  

九十四  健康保険事業に関すること。  

九十五  船員保険事業に関すること。  

九十六  国民健康保険事業に関すること。  

九十六の二  後期高齢者医療制度に関すること。  

九十七  医療保険制度の調整に関すること。  

九十八  政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。  

九十九  政府が管掌する国民年金事業に関すること。  

百  厚生年金基金、企業年金連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。  

百の二  確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。  

百一  年金制度の調整に関すること。  
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百二  社会保険労務士に関すること。  

百三  引揚援護に関すること。  

百四  戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。  

百五  旧陸海軍の残務の整理に関すること。  

百六  人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。  

百七  所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。  

百八  所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。  

百九  所掌事務に係る国際協力に関すること。  

百十  政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。  

百十一  前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき厚生労働省に属させられた事務  

２  前項の規定にかかわらず、同項第四十一号、第四十三号から第四十五号まで、第四十八号から第五十号まで、第五十

三号から第五十五号まで、第五十八号、第五十九号、第六十二号、第六十六号、第六十七号、第六十八号（育児又は家族介

護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。）、第七十二号及び第七十三号に掲げる事務のうち船員のみに係るものに

ついては、厚生労働省の所掌事務としない。 

17. 原子力災害対策特別措置法 （平成11年12月17日法律第156号） 

第15条 

 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等（第十五条―第二十四条）  

 

（原子力緊急事態宣言等）  

第十五条  主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内

閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指

示の案を提出しなければならない。  

一  第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備

及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合  

二  前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合  

２  内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲

げる事項の公示（以下「原子力緊急事態宣言」という。）をするものとする。  

一  緊急事態応急対策を実施すべき区域  

二  原子力緊急事態の概要  

三  前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体（以下「居住者等」と

いう。）に対し周知させるべき事項  

３  内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町

村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項 及

び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策

に関する事項を指示するものとする。  

４  内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要が

なくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示（以下「原

子力緊急事態解除宣言」という。）をするものとする。 

第26条 

 第四章 緊急事態応急対策の実施等（第二十五条・第二十六条）  

 

（緊急事態応急対策及びその実施責任）  

第二十六条  緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。  

一  原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項  

二  放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項  

三  被災者の救難、救助その他保護に関する事項  

四  施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項  

五  犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項  

六  緊急輸送の確保に関する事項  

七  食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措

置の実施に関する事項  

八  前各号に掲げるもののほか、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図るための措置に関
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する事項  

２  原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指

定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他

法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定める

ところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。  

３  原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定

地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われる

ようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。 

18. 被災者生活再建支援法 （平成10年5月22日法律第66号） 

附則第3条 

附 則 （平成一六年三月三一日法律第一三号） 抄 

（支援金の支給に関する経過措置） 

第二条  改正後の被災者生活再建支援法（以下「新法」という。）第三条の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、施行日前に生

じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。  

 

第三条  前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に災害対策

基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、

施行日以後に、当該指示に係る地域（施行日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地

域に限る。以下この条において同じ。）において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活

を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者

に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号

中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律（平成十六年法律第十三号）の施行前

に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の

一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。 

19. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 （平成9年5月9日法律第49号） 

第2条 

 第一章 総則（第一条・第二条）  

 

（定義）  

第二条  この法律（第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。  

一  密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないこと

その他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。  

二  防災街区 その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。  

三  特定防災機能 火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。  

四  防災公共施設 密集市街地において特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他政令で

定める公共施設をいう。  

五  防災街区整備事業 密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律

で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する

事業並びにこれに附帯する事業をいう。  

六  建築物 建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号 に規定する建築物をいう。  

七  建築物の建替え 現に存する一以上の建築物（建築物が二以上の場合にあっては、これらの敷地が隣接するものに限

る。）を除却するとともに、当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の建築物を新築すること

をいう。  

八  耐火建築物 建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。  

九  準耐火建築物 建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。  

十  公共施設 道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。  

十一  都市施設 都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第五項 に規定する都市施設をいう。  

十二  都市計画施設 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設をいう。  

十三  都市計画事業 都市計画法第四条第十五項 に規定する都市計画事業をいう。  
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十四  借地権 借地借家法 （平成三年法律第九十号）第二条第一号 に規定する借地権をいう。ただし、一時使用のため設

定されたことが明らかなものを除く。  

十五  借家権 建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 

第5条 

 第三章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進  

  第一節 建築物の建替えの促進（第四条―第十二条）  

 

（建替計画の認定基準）  

第五条  所管行政庁は、建替計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る建替計画が次に掲げる基準に適

合すると認めるときは、その旨の認定をすることができる。  

一  除却する建築物の建築面積の合計に対する除却する建築物のうち延焼防止上支障がある木造の建築物で国土交通省

令で定める基準に該当するものの建築面積の合計の割合が国土交通省令で定める数値以上であること。  

二  新築する建築物が耐火建築物又は準耐火建築物であること。  

三  新築する建築物の敷地面積がそれぞれ国土交通省令で定める規模以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が国土交

通省令で定める規模以上であること。  

四  建替事業区域内に延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定める基準に該当するものが確保されている

こと。  

五  建築物の建替えの事業の実施期間が当該建築物の建替えを迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること。  

六  建築物の建替えの事業に関する資金計画が当該建築物の建替えを確実に遂行するため適切なものであること。  

２  建替計画が建築基準法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二項 の規定による通知を要するものであ

る場合において、建替計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築主事の同意を得なければならな

い。  

３  建築主事は、前項の同意を求められた場合において、当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分が建築基準法第

六条第一項 の建築基準関係規定（同法第六条の三第一項 に規定する建築物の新築について同意を求められた場合にあ

っては、同項 の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項 に規定する建築基準関係規定）に適合するものである

ときは、同意を与えてその旨を当該所管行政庁に通知しなければならない。この場合において、建築主事は、同意すること

ができない事由があると認めるときは、その事由を当該所管行政庁に通知しなければならない。  

４  建築基準法第九十三条 の規定は所管行政庁が同法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二項 の規

定による通知を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について、同法第九十三条の二 の規定は所管

行政庁が同法第六条第一項 の規定による確認を要する建替計画について建替計画の認定をしようとする場合について準

用する。  

５  建替計画が建築基準法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二項 の規定による通知を要するものであ

る場合において、所管行政庁が建替計画の認定をしたときは、同法第六条第一項 又は第十八条第三項 の規定による確認

済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知するものとする。 

第32条 

 第五章 防災街区整備地区計画等  

  第一節 防災街区整備地区計画（第三十二条―第三十三条）  

 

（防災街区整備地区計画）  

第三十二条  次に掲げる条件に該当する密集市街地内の土地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の

合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災街区として一体的かつ総合的に整備することが適切であると

認められるものについては、都市計画に防災街区整備地区計画を定めることができる。  

一  当該区域における特定防災機能の確保を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区

域であること。  

二  当該区域における特定防災機能に支障を来している土地の区域であること。  

三  都市計画法第八条第一項第一号 に規定する用途地域（第三十二条の三において単に「用途地域」という。）が定められ

ている土地の区域であること。  

２  防災街区整備地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項 に定める事項のほか、次に掲げる事項を都市計

画に定めるものとする。  

一  当該防災街区整備地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針  

二  当該区域における特定防災機能を確保するための防災公共施設（都市計画施設を除く。以下「地区防災施設」という。）

の区域（地区防災施設のうち建築物等と一体となって当該特定防災機能を確保するために整備されるべきもの（以下「特定地

区防災施設」という。）にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び当該建築物等の整備に関する計画（以下「特定建築物
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地区整備計画」という。））  

三  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設（都市計画施設及び地区防災施設

を除く。以下「地区施設」という。）及び建築物等（特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。）の整備並びに土地

の利用に関して、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域について定める計画（以下「防災街区整備地区

整備計画」という。）  

３  特定建築物地区整備計画においては、その区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防

災施設に係る間口率（建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに

対する割合をいう。第百十六条第一項第一号ロにおいて同じ。）の最低限度、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建

築物等の用途の制限、建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。）の最高限度又は最低限度、

建築物の建ぺい率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。）の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の

最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域（壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区

域をいう。以下同じ。）における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率（都

市緑地法 （昭和四十八年法律第七十二号）第三十四条第二項 に規定する緑化率をいう。次項第二号において同じ。）の最

低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもののうち、防災街区整備地区計画の目的を達成するため必要な事項

を定めるものとする。  

４  防災街区整備地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、防災街区整備地区計画の目的を達成するため必要な

事項を定めるものとする。  

一  地区施設の配置及び規模  

二  建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築

物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面

の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑

化率の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの  

三  現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項  

四  前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの  

５  防災街区整備地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。  

一  地区防災施設（特定地区防災施設を除く。）は、当該地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周

辺において定められている都市計画と相まって、当該区域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形

成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。  

二  特定地区防災施設は、当該特定地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められ

ている都市計画と相まって、特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等と一体となって当該防災街区整備地区計画の区

域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置するこ

と。  

三  特定建築物地区整備計画は、当該特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等が特定地区防災施設と一体となって

当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能を確保するとともに、適切な構造、高さ、配列等を備えた建築物等

が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるように定めること。  

四  地区施設は、当該地区施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と

相まって、火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減及び避難上必要な機能の確保と

良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。  

五  防災街区整備地区整備計画における建築物等に関する事項は、当該防災街区整備地区計画の区域の特性にふさわし

い用途、容積、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態とな

るとともに、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の建築物等（特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。）

が火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するように定めること。  

６  防災街区整備地区計画を都市計画に定める際、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災

施設の区域（防災街区整備地区計画に特定地区防災施設を定めるべき場合にあっては、特定地区防災施設の区域及び特

定建築物地区整備計画。以下この項において同じ。）又は防災街区整備地区整備計画を定めることができない特別の事情が

あるときは、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備

計画を定めることを要しない。この場合において、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域の一部につい

て防災街区整備地区整備計画を定めるときは、当該防災街区整備地区計画については、当該防災街区整備地区整備計画

の区域をも都市計画に定めなければならない。 

第33条 
 第五章 防災街区整備地区計画等  

  第一節 防災街区整備地区計画（第三十二条―第三十三条）  
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（行為の届出等）  

第三十三条  防災街区整備地区計画の区域（地区防災施設の区域（特定地区防災施設が定められている場合にあっては、

当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画）又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限

る。）内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当

該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手

予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、こ

の限りでない。  

一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの  

二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為  

三  国又は地方公共団体が行う行為  

四  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為  

五  都市計画法第二十九条第一項 の許可を要する行為  

六  第三十六条第一項の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって設定され、又

は移転された次条第一項に規定する権利に係る土地において当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の

区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第二項第六号に規定する国土交通省令で定める行為に関す

る事項に従って行う行為  

七  前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為  

２  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当

該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出

なければならない。  

３  市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が防災街区整備地区計画

に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ず

べきことを勧告することができる。この場合において、火事又は地震が発生した場合の当該防災街区整備地区計画の区域に

おける延焼により生ずる被害の軽減又は避難上必要な機能の確保に資するため必要があると認めるときは、防災街区整備地

区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言又は指導をするものとする。 

第289条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条）  

 

（避難経路協定の締結等）  

第二百八十九条  防災再開発促進地区の区域内の一団の土地の所有者及び借地権を有する者（土地区画整理法第九十八

条第一項 （大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 （昭和五十年法律第六十七号。第二百

九十三条第二項において「大都市住宅等供給法」という。）第八十三条 において準用する場合を含む。以下この章において

同じ。）の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有す

る者。以下この章において「土地所有者等」と総称する。）は、その全員の合意により、火事又は地震が発生した場合の当該

土地の区域における避難上必要な経路（以下この章において「避難経路」という。）の整備又は管理に関する協定（以下この

章において「避難経路協定」という。）を締結することができる。ただし、当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項 の規定

により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権の目的となっている土

地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。  

２  避難経路協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  避難経路協定の目的となる土地の区域（以下この章において「避難経路協定区域」という。）及び避難経路の位置  

二  次に掲げる避難経路の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの 

イ 前号の避難経路を構成する道路の幅員又は路面の構造に関する基準 

ロ 前号の避難経路における看板、さくその他の避難上支障となる工作物の設置に関する基準 

ハ 前号の避難経路にその敷地が接する工作物（建築物を除く。）の位置、規模又は構造に関する基準 

ニ その他避難経路の整備又は管理に関する事項 

三  避難経路協定の有効期間  

四  避難経路協定に違反した場合の措置  

３  避難経路協定においては、前項各号に掲げるもののほか、防災再開発促進地区の区域内の土地のうち、避難経路協定

区域に隣接した土地であって、避難経路協定区域の一部とすることにより避難経路の整備又は管理に資するものとして避難

経路協定区域の土地となることを当該避難経路協定区域内の土地所有者等が希望するもの（以下この章において「避難経路

協定区域隣接地」という。）を定めることができる。  
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４  避難経路協定は、市町村長の認可を受けなければならない。 

第290条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（認可の申請に係る避難経路協定の縦覧等）  

第二百九十条  市町村長は、前条第四項の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告

し、当該避難経路協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。  

２  前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該避難経路協定について、市町

村長に意見書を提出することができる。 

第291条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（避難経路協定の認可）  

第二百九十一条  市町村長は、第二百八十九条第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認

可をしなければならない。  

一  申請手続が法令に違反しないこと。  

二  土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。  

三  第二百八十九条第二項各号に掲げる事項（当該避難経路協定において避難経路協定区域隣接地を定める場合にあっ

ては、当該避難経路協定区域隣接地に関する事項を含む。）について国土交通省令で定める基準に適合するものであるこ

と。  

２  建築主事を置かない市町村の市町村長は、第二百八十九条第二項第二号ニに掲げる事項に建築物に関する事項を定

めた避難経路協定について同条第四項の認可をしようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書を添えて、

都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。  

３  市町村長は、第二百八十九条第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、

当該避難経路協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、避難経路協定区域である旨を当該避難経

路協定区域内に明示しなければならない。 

第292条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（避難経路協定の変更）  

第二百九十二条  避難経路協定区域内における土地所有者等（当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。）は、避難

経路協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可

を受けなければならない。  

２  前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。 

第293条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（避難経路協定区域からの除外）  

第二百九十三条  避難経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された

土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一

部について借地権が消滅した場合においては、当該借地権の目的となっていた土地（同項 の規定により仮換地として指定

された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地についての仮換地として指定された土地）は、当該避難経路協定区

域から除外されるものとする。  

２  避難経路協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定されたものが、同法第

八十六条第一項 の換地計画又は大都市住宅等供給法第七十二条第一項 の換地計画において当該土地に対応する従前

の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項 （大都市住宅等供給法第八十二条第

一項 において準用する場合を含む。）の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与え

るように定められた土地としても定められなかったときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項 （大都市住宅等供

給法第八十三条 において準用する場合を含む。）の規定による公告があった日が終了した時において当該避難経路協定

区域から除外されるものとする。  

３  前二項の規定により避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外された場合においては、当該借地権

を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等（当該避難経路協定

の効力が及ばない者を除く。）は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。  
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４  第二百九十一条第三項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定に

より避難経路協定区域内の土地が当該避難経路協定区域から除外されたことを知った場合について準用する。 

第294条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（避難経路協定の効力）  

第二百九十四条  第二百九十一条第三項（第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可の公

告のあった避難経路協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者（当該避難

経路協定について第二百八十九条第一項又は第二百九十二条第一項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所

有権を承継した者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。 

第295条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

避難経路協定の認可の公告のあった後避難経路協定に加わる手続等）  

第二百九十五条  避難経路協定区域内の土地の所有者（土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指

定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者）で当該避難経路協定の効力が及ばないものは、第二

百九十一条第三項（第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。）の規定による認可の公告があった後いつでも、

市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該避難経路協定に加わることができる。  

２  避難経路協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第二百九十一条第三項（第二百九十二条第二項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意

により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、避難経路協定に加わることができる。ただし、当該土地

（土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土

地）の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合

意を要しない。  

３  避難経路協定区域隣接地の区域内の土地で前項の規定による土地所有者等の意思の表示に係るものの区域は、その

意思の表示のあった時以後、避難経路協定区域の一部となるものとする。  

４  第二百九十一条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があった場合について準用する。  

５  避難経路協定は、第一項又は第二項の規定により当該避難経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地

権を有していた当該避難経路協定区域内の土地（土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された

土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）について、前項において準用する第二百九十一条第三項の規定による

公告のあった後において土地所有者等となった者（当該避難経路協定について第二項の規定による合意をしなかった者の

有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。 

第296条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（避難経路協定の廃止）  

第二百九十六条  避難経路協定区域内の土地所有者等（当該避難経路協定の効力が及ばない者を除く。）は、第二百八十

九条第四項又は第二百九十二条第一項の認可を受けた避難経路協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合

意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。  

２  市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 

第298条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（一の所有者による避難経路協定の設定）  

第二百九十八条  防災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有

者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路

協定区域とする避難経路協定を定めることができる。  

２  市町村長は、前項の認可の申請が第二百九十一条第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該避難経路協定が避難

経路の整備又は管理のため必要であると認める場合に限り、前項の認可をするものとする。  

３  第二百九十一条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。  

４  第一項の認可を受けた避難経路協定は、認可の日から起算して三年以内において当該避難経路協定区域内の土地に

二以上の土地所有者等が存することになった時から、第二百九十一条第三項の規定による認可の公告のあった避難経路協

定と同一の効力を有する避難経路協定となる。 
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第299条 

 第八章 避難経路協定（第二百八十九条―第二百九十九条） 

 

（借主の地位）  

第二百九十九条  避難経路協定に定める事項が建築物等の借主の権限に係る場合においては、その避難経路協定につい

ては、当該建築物等の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。 

20. 地震防災対策特別措置法 （平成7年6月16日法律第111号） 

第3条 

（地震防災緊急事業五箇年計画の内容）  

第三条  地震防災緊急事業五箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める

基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。  

一  避難地  

二  避難路  

三  消防用施設  

四  消防活動が困難である区域の解消に資する道路  

五  緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設（港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八

号）第二条第五項第二号 の外郭施設、同項第三号 の係留施設及び同項第四号 の臨港交通施設に限る。）又は漁港施設

（漁港漁場整備法 （昭和二十五年法律第百三十七号）第三条第一号 イの外郭施設、同号 ロの係留施設及び同条第二号 

イの輸送施設に限る。）  

六  共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設  

七  医療法 （昭和二十三年法律第二百五号）第三十一条 に規定する公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、

地震防災上改築又は補強を要するもの  

八  社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの  

八の二  公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの  

九  公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの  

十  公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの  

十一  第七号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要

するもの  

十二  津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法 （昭和三十

一年法律第百一号）第二条第一項 に規定する海岸保全施設又は河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第二項 

に規定する河川管理施設  

十三  砂防法 （明治三十年法律第二十九号）第一条 に規定する砂防設備、森林法 （昭和二十六年法律第二百四十九号）

第四十一条 に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法 （昭和三十三年法律第三十号）第二条第三項 

に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 （昭和四十四年法律第五十七号）第二条第

二項 に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法 （昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項第一号 に規定

する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの  

十四  地震災害が発生した時（以下「地震災害時」という。）において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設 

十五  地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行

政無線設備その他の施設又は設備  

十六  地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プー

ル、自家発電設備その他の施設又は設備  

十七  地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫  

十八  負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機

材  

十九  老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策  

二十  前各号に掲げるもののほか、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの  

２  地震防災緊急事業五箇年計画は、都道府県地域防災計画等に実施目標が定められているときは、当該実施目標に即し

たものでなければならない。  

３  地震防災緊急事業五箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業については、災害対策基本法第四十二条 

に規定する市町村地域防災計画に定められたものでなければならない。 

第14条 
（想定される地震災害等の周知）  

第十四条  都道府県は、当該都道府県において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大き
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さ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項について、これらを記載した印刷物の配布

その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。  

２  市町村は、当該市町村において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により

浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項並びに地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達方

法、避難場所その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、これらを記載した印刷物の

配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。 

21. 建築物の耐震改修の促進に関する法律 （平成7年10月27日法律第123号） 

第5条 

 第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等（第四条・第五条）  

 

（都道府県耐震改修促進計画等）  

第五条  都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための

計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」という。）を定めるものとする。  

２  都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標  

二  当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項  

三  建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項  

四  建築基準法第十条第一項 から第三項 までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保

し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項  

五  その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項  

３  都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができ

る。  

一  建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難と

することを防止するため、当該道路にその敷地が接する建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められ

る場合 当該耐震診断及び耐震改修の促進を図るべき建築物の敷地に接する道路に関する事項  

二  特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 （平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。）第三

条第四号 に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅（特定

優良賃貸住宅法第六条 に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。）を活用し、第十条に規定する認定建築物である住

宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号 に規定する資格を有する者を除く。

以下「特定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定優良賃貸住宅の特定入居者に対

する賃貸に関する事項  

三  前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構（以下「機構」とい

う。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 

機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項  

４  都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項

を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社及びその設立団体（地方住宅供給公社法 （昭

和四十年法律第百二十四号）第四条第二項 に規定する設立団体をいい、当該都道府県を除く。）の長の同意を得なければ

ならない。  

５  都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、当該都道府県の区域内の

市町村にその写しを送付しなければならない。  

６  前三項の規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。  

７  市町村は、基本方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案して、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震

改修の促進を図るための計画を定めるよう努めるものとする。  

８  市町村は、前項の計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

第6条 

 第三章 特定建築物に係る措置（第六条・第七条）  

 

（特定建築物の所有者の努力）  

第六条  次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（第

八条において「耐震関係規定」という。）に適合しない建築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているもの（以下「特

定建築物」という。）の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改

修を行うよう努めなければならない。  
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一  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物

で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの  

二  火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供す

る建築物  

三  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれ

があるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に

記載された道路に接するもの 

第7条 

 第三章 特定建築物に係る措置（第六条・第七条）  

 

（指導及び助言並びに指示等）  

第七条  所管行政庁は、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特

定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、特定建築物の

耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。  

２  所管行政庁は、次に掲げる特定建築物のうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定

めるものであって政令で定める規模以上のものについて必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと認めるときは、

特定建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項を勘案して、必要な指示

をすることができる。  

一  病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建築物  

二  小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定建築物  

三  前条第二号に掲げる建築物である特定建築物  

３  所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。  

４  所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建築物の所有者に対し、

特定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物、特定建築物の敷地若しくは

特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、特定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させる

ことができる。  

５  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。  

６  第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第8条 

 第四章 建築物の耐震改修の計画の認定（第八条―第十二条）  

 

（計画の認定）  

第八条  建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所

管行政庁の認定を申請することができる。  

２  前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  

一  建築物の位置  

二  建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途  

三  建築物の耐震改修の事業の内容  

四  建築物の耐震改修の事業に関する資金計画  

五  その他国土交通省令で定める事項  

３  所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認める

ときは、その旨の認定（以下この章において「計画の認定」という。）をすることができる。  

一  建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定

める基準に適合していること。  

二  前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の事業を確実に遂行するため適切なものであること。  

三  第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定及び耐震関係規定以

外の建築基準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項 の規定の適用を受けて

いるものである場合において、当該建築物又は建築物の部分の増築（柱の径若しくは壁の厚さを増加させ、又は柱若しくは

壁のない部分に柱若しくは壁を設けることにより建築物の延べ面積を増加させるものに限る。）、改築（形状の変更（国土交通

省令で定める軽微な変更を除く。）を伴わないものに限る。）、大規模の修繕（同法第二条第十四号 に規定する大規模の修

繕をいう。）又は大規模の模様替（同条第十五号 に規定する大規模の模様替をいう。）をしようとするものであり、かつ、当該

工事後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の同法 又はこれ
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に基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなるものであるときは、前二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に

適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建

築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の建築基準法 又はこれに基づく命令若しく

は条例の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画（二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては、それぞれの工事の計画）に係る建築物及び

建築物の敷地について、交通上の支障の度、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保

全上の有害の度が高くならないものであること。 

四  第一項の申請に係る建築物が耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項 の規定の適用を受けてい

る耐火建築物（同法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。）である場合において、当該建築物について柱若しく

は壁を設け、又は柱若しくははりの模様替をすることにより当該建築物が同法第二十七条第一項 、第六十一条又は第六十

二条第一項の規定に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適

合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められるものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建

築基準法第二十七条第一項 、第六十一条又は第六十二条第一項の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと認め

られるものであること。 

ロ 次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認められるものであること。 

（１） 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。 

（２） 工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通報の方法が国土交通省令で定める防火上の基準に

適合していること。 

４  第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二

項 の規定による通知を要するものである場合において、計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、あらかじめ、建築

主事の同意を得なければならない。  

５  建築基準法第九十三条 の規定は所管行政庁が同法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二項 の規

定による通知を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場合について、同法第九十三条の二 の

規定は所管行政庁が同法第六条第一項 の規定による確認を要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしよう

とする場合について準用する。  

６  所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分（以下こ

の項において「建築物等」という。）については、建築基準法第三条第三項第三号 及び第四号 の規定にかかわらず、同条

第二項 の規定を適用する。  

一  耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項 の規定の適用を受けている建築物等であって、第三項第

一号の国土交通大臣が定める基準に適合しているものとして計画の認定を受けたもの  

二  計画の認定に係る第三項第三号の建築物等  

７  所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の建築物については、建築基準法第二十七条

第一項 、第六十一条又は第六十二条第一項の規定は、適用しない。  

８  第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項 の規定による確認又は同法第十八条第二

項 の規定による通知を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第六条第一項 又は第

十八条第三項 の規定による確認済証の交付があったものとみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事

に通知するものとする。 

22. 民間都市開発の推進に関する特別措置法 （昭和62年6月2日法律第62号） 

第4条 

 第二章 民間都市開発推進機構（第三条―第十四条）  

 

（機構の業務）  

第四条  機構は、次に掲げる業務を行うものとする。  

一  特定民間都市開発事業（第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展

を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及び同項第二号に

掲げる民間都市開発事業をいう。以下この条において同じ。）について、当該事業の施行に要する費用の一部（同項第一号

に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都

市の居住者等の利便の増進に寄与する施設（以下この条において「公共施設等」という。）の整備に要する費用の額の範囲内

に限る。）を負担して、当該事業に参加すること。  
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二  特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用（第二条第二項第一号に掲げる民間都市

開発事業にあつては、公共施設等の整備に要する費用）に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。  

三  民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。  

四  民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあつせんを行うこと。  

五  民間都市開発事業の推進に関する調査研究を行うこと。  

六  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

２  機構は、前項第二号に掲げる業務については、株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫（以下「株式会

社日本政策投資銀行等」という。）とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うも

のとする。  

一  機構は、株式会社日本政策投資銀行等に対し、前項第二号の融通に必要な資金を寄託すること。  

二  株式会社日本政策投資銀行等は、機構が推薦した特定民間都市開発事業を施行する者に対し、前項第二号に規定す

る費用に充てるための資金の貸付けを行うこと。  

三  利息その他の第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項  

四  その他国土交通省令で定める事項  

３  機構は、前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。 

23. 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律 
（昭和55年5月28日法律第63号） 

第3条 

第三条  地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等（第一号から第四号まで及び第七号から第十一号までに掲げる

施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。）の整備に関する事項について定

めるものとする。  

一  避難地  

二  避難路  

三  消防用施設  

四  緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設（港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項第三号 の

係留施設及び同項第四号 の臨港交通施設に限る。）又は漁港施設（漁港漁場整備法 （昭和二十五年法律第百三十七号）第

三条第一号 イの外郭施設及び同号 ロの係留施設に限る。）  

五  大規模地震対策特別措置法第二条第十四号 に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設  

六  石油コンビナート等災害防止法 （昭和五十年法律第八十四号）第二条第二号 に規定する石油コンビナート等特別防

災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地  

七  医療法 （昭和二十三年法律第二百五号）第三十一条 に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの 

八  社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの  

九  公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの  

十  津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法 （昭和三十一

年法律第百一号）第二条第一項 に規定する海岸保全施設又は河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第二項 

に規定する河川管理施設  

十一  砂防法 （明治三十年法律第二十九号）第一条 に規定する砂防設備、森林法 （昭和二十六年法律第二百四十九号）

第四十一条 に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法 （昭和三十三年法律第三十号）第二条第三項 

に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 （昭和四十四年法律第五十七号）第二条第

二項 に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法 （昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項第一号 に規定

する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの  

２  地震対策緊急整備事業計画は、五箇年で達成されるような内容のものでなければならない。 

24. 民事執行法 （昭和54年3月30日法律第4号） 

第131条 

 第二章 強制執行  

  第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行  

   第三款 動産に対する強制執行（第百二十二条―第百四十二条）  

 

（差押禁止動産）  

第百三十一条  次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。  
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一  債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具  

二  債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料  

三  標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭  

四  主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料

並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物  

五  主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚

魚その他これに類する水産物  

六  技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者（前二号に規

定する者を除く。）のその業務に欠くことができない器具その他の物（商品を除く。）  

七  実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの  

八  仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物  

九  債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類  

十  債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物  

十一  債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具  

十二  発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの  

十三  債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物  

十四  建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機

械又は器具、避難器具その他の備品 

25. 大規模地震対策特別措置法 （昭和53年6月15日法律第73号） 

第6条 

（地震防災強化計画）  

第六条  第三条第一項の規定による強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長（指定行政機関が内閣府設置法 

（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十

号）第三条第二項 の委員会若しくは災害対策基本法第二条第三号 ロに掲げる機関又は同号 ニに掲げる機関のうち合議制

のものである場合にあつては第十一条第六項第三号 及び第十三条第一項 を除き当該指定行政機関をいい、指定行政機

関の長から事務の委任があつた場合にあつては当該事務については当該委任を受けた指定地方行政機関の長をいう。以

下同じ。）及び指定公共機関（指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた指定地方公共機関。以下同

じ。）は災害対策基本法第二条第九号 に規定する防災業務計画において、同法第二十一条 に規定する地方防災会議等

（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下同じ。）は同法第二条第十号 に規定する

地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項 に規定する石油コンビナート等防災本部（第二

十八条第二項において「石油コンビナート等防災本部」という。）及び同法第三十条第一項 に規定する防災本部の協議会は

同法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画において、次の事項を定めなければならない。  

一  地震防災応急対策に係る措置に関する事項  

二  避難地、避難路、消防用施設その他当該大規模な地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるも

のの整備に関する事項  

三  当該大規模な地震に係る防災訓練に関する事項その他当該大規模な地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項

で政令で定めるもの  

２  地震防災強化計画は、地震防災基本計画を基本とするものとする。 

第21条 

（地震防災応急対策及びその実施責任）  

第二十一条  地震防災応急対策は、次の事項について行うものとする。  

一  地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項  

二  消防、水防その他の応急措置に関する事項  

三  応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項  

四  施設及び設備の整備及び点検に関する事項  

五  犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持

に関する事項  

六  緊急輸送の確保に関する事項  

七  地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保健衛生に関する措置その

他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項  

八  前各号に掲げるもののほか、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項  

２  警戒宣言が発せられたときは、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指
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定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令

又は地震防災計画の定めるところにより、地震防災応急対策を実施しなければならない。  

３  前項に規定する者は、地震防災応急対策を的確かつ円滑に実施するため相互に協力しなければならない。 

第24条 

（交通の禁止又は制限）  

第二十四条  強化地域に係る都道府県又はこれに隣接する都道府県の都道府県公安委員会は、警戒宣言が発せられた場

合において、当該強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要があると認めるとき、又は地

震防災応急対策に従事する者若しくは地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送その他地震防災応急対策に係る措置を

実施するための緊急輸送を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、必要な限度において、歩行

者又は車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 

第25条 

（避難の際における警察官の警告、指示等）  

第二十五条  警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれ

があると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関

係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。この場合において、警察官は、特に必要があると認めるときは、危険

な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物

件の除去その他必要な措置を執ることができる。 

第28条 

（避難状況等の報告）  

第二十八条  市町村長は、警戒宣言が発せられたときは、政令で定めるところにより、当該市町村の居住者等の避難の状況

等を都道府県警戒本部に報告しなければならない。この場合において、都道府県地震災害警戒本部長は、当該報告の概要

を警戒本部に通知しなければならない。  

２  市町村長は都道府県警戒本部に対し、指定行政機関の長、指定公共機関の代表者、都道府県地震災害警戒本部長又

は石油コンビナート等防災本部の本部長は警戒本部に対し、それぞれ、政令で定めるところにより、地震防災応急対策に係

る措置の実施状況を報告しなければならない。 

26. 石油コンビナート等災害防止法 （昭和50年12月17日法律第84号） 

第31条 

 第五章 防災に関する組織及び計画（第二十七条―第三十二条）  

 

（石油コンビナート等防災計画）  

第三十一条  防災本部及びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域（防災本部

の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域）に係る石油コンビナート

等防災計画（以下「防災計画」という。）を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなけ

ればならない。この場合において、当該防災計画は、災害対策基本法第二条第八号 に規定する防災基本計画、同条第九

号 に規定する防災業務計画、同条第十号 イに規定する都道府県地域防災計画及び同号 ハに規定する指定地域都道府

県防災計画に抵触するものであつてはならない。  

２  防災計画は、前項の特別防災区域に係る防災に関し、次の事項について定めるものとする。  

一  関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱  

二  関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置等に関すること。  

三  防災に関する調査研究に関すること。  

四  特定事業所の職員及びその他の関係機関等の職員の防災教育及び防災訓練に関すること。  

五  特定事業者間の相互応援に関すること。  

六  防災のための施設、設備、機械器具及び資材の設置、維持、備蓄、調達、輸送等に関すること。  

七  災害の想定に関すること。  

八  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における情報の収集及び伝達並びに広報に関すること。  

九  自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織の活動の基準に関すること。  

十  現地本部の設置及びその業務の実施に関すること。  

十一  火事、爆発、石油等の漏洩又は流出その他の事故による災害に対する応急措置の実施に関すること。  

十二  地震、津波その他の異常な自然現象による災害に対する応急措置の実施に関すること。  

十三  災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関すること。  

十四  災害時における関係機関等以外の地方公共団体等に対する応援要請に関すること。  

十五  特別防災区域内の公共施設の災害復旧に関すること。  

十六  その他災害の予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること。  
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３  防災本部及びその協議会は、第一項の規定により防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生のおそれ

及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の

的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるもの

とする。  

４  防災本部及びその協議会は、第一項の規定により防災計画を作成し、又は修正したときは、当該防災計画又は当該修正

した防災計画を主務大臣に提出するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

27. 活動火山対策特別措置法 （昭和48年7月24日法律第61号） 

第1条 

（目的）  

第一条  この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等

について、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もつて当該地域に

おける住民等の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。

第2条 

（避難施設緊急整備地域の指定等）  

第二条  内閣総理大臣は、火山の爆発により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その

被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。  

２  内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定しようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事

の意見をきかなければならない。  

３  内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 

第3条 

（避難施設緊急整備計画）  

第三条  避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該避難施設緊急整備地域について、住

民等のすみやかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画（以下「避難施設緊急整備計画」という。）を作成し

なければならない。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。  

２  都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければな

らない。  

３  内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。  

４  前三項の規定は、避難施設緊急整備計画を変更する場合について準用する。 

第4条 

第四条  避難施設緊急整備計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  

一  道路又は港湾の整備に関する事項  

二  広場の整備に関する事項  

三  退避壕その他の退避施設の整備に関する事項  

四  学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項  

五  その他政令で定める事項 

第5条 

（避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施）  

第五条  避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定に従い国、地

方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。 

第6条 

（国の予算への経費の計上及び特別な助成）  

第六条  政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要

な経費を予算に計上しなければならない。  

２  国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法 （昭和二十三年法

律第百九号）第十六条 の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を

講ずることができる。 

第7条 

（起債の特例）  

第七条  避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費

については、地方財政法第五条 各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることが

できる。  

２  前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。 

第8条 

（防災営農施設整備計画等）  

第八条  都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業

経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備

等に関する計画（以下この条において「防災営農施設整備計画」という。）を作成するものとする。  
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２  都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営

に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に

関する計画（以下この条において「防災林業経営施設整備計画」という。）を作成するものとする。  

３  都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は

水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産

物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画（以下この条において「防災漁業経営施設整備計画」という。）

を作成するものとする。  

４  都道府県知事は、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画（以下「防災営

農施設整備計画等」という。）を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、それぞれ、関係農業

団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない。  

５  都道府県知事は、防災営農施設整備計画等を作成したときは、これを農林水産大臣に協議しなければならない。  

６  前二項の規定は、防災営農施設整備計画等を変更する場合について準用する。 

第10条 

（降灰除去事業）  

第十一条  国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定める

もの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定め

るもの若しくは宅地に係る降灰（宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。）につい

て、市町村が行う当該降灰の除去事業（国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除

く。）に要する費用については、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。  

２  前項の規定の適用を受ける事業につき市町村が必要とする経費については、第七条第一項の規定を準用する。 

第16条 

（治山治水事業の推進）  

第十六条  国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において、火山の爆発に伴う降灰、土石

流等による災害防止のため必要な治山事業及び治水事業の推進に努めなければならない。 

第20条 

（警戒避難体制の整備）  

第二十条  火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県

の都道府県防災会議又はその協議会及び当該地域をその区域とする市町村の市町村防災会議（市町村防災会議を設置し

ない市町村にあつては、当該市町村の市町村長）又はその協議会は、地域防災計画（災害対策基本法 （昭和三十六年法律

第二百二十三号）第二条第十号 に規定する地域防災計画をいう。以下同じ。）において、火山現象に関する情報の収集及

び伝達、避難、救助その他当該火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなけ

ればならない。 

28. 都市緑地法 （昭和48年9月1日法律第72号） 

第12条 

 第三章 緑地保全地域等  

  第二節 特別緑地保全地区（第十二条―第十九条）  

 

（特別緑地保全地区に関する都市計画）  

第十二条  都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全

地区を定めることができる。  

一  無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、

規模及び形態を有するもの  

二  神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又

は文化的意義を有するもの  

三  次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの 

イ 風致又は景観が優れていること。 

ロ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。 

２  首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内にお

いて近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわら

ず、それぞれ首都圏保全法第五条第一項 及び近畿圏保全法第六条第一項 に定めるところによるものとする。 

29. 労働安全衛生法 （昭和47年6月8日法律第57号） 
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第23条 

 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置（第二十条―第三十六条）  

 

第二十三条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採

光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を

講じなければならない。 

30. 都市再開発法 （昭和44年6月3日法律第38号） 

第3条の2 

 第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画（第三条―第六条）  

 

（第二種市街地再開発事業の施行区域）  

第三条の二  都市計画法第十二条第二項 の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区

域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。  

一  前条各号に掲げる条件  

二  次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が〇・五ヘクタール以上のものであること。 

イ 次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境

が不良であること。 

（１） 当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物

の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。 

（２） （１）に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対す

る割合が政令で定める割合以上であること。 

ロ 当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園又は広場その他の重要

な公共施設で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物及

び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。 

31. 都市計画法 （昭和43年6月15日法律第100号） 

第13条 

 第二章 都市計画  

  第一節 都市計画の内容（第六条の二―第十四条）  

 

（都市計画基準）  

第十三条  都市計画区域について定められる都市計画（区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。）は、国

土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土

計画又は地方計画に関する法律に基づく計画（当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計

画を含む。第三項において同じ。）及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該

都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合において

は、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。  

一  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の

現状及び将来の見通し等を勘案して、当該都市計画区域を一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全することを

目途として、当該方針に即して都市計画が適切に定められることとなるように定めること。  

二  区域区分は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域における人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活

動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うことができるように定

めること。  

三  都市再開発の方針は、市街化区域内において、計画的な再開発が必要な市街地について定めること。  

四  住宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四条第

一項 に規定する都市計画区域について、良好な住宅市街地の開発整備が図られるように定めること。  

五  拠点業務市街地の開発整備の方針は、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第

八条第一項 の同意基本計画において定められた同法第二条第二項 の拠点地区に係る市街化区域について、当該同意基

本計画の達成に資するように定めること。  

六  防災街区整備方針は、市街化区域内において、密集市街地整備法第二条第一号 の密集市街地内の各街区について

同条第二号 の防災街区としての整備が図られるように定めること。  

七  地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分するこ



 50

とにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を

維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なく

とも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。  

八  促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街

地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めること。  

九  遊休土地転換利用促進地区は、主として関係権利者による有効かつ適切な利用を促進する必要があると認められる土

地の区域について定めること。  

十  被災市街地復興推進地域は、大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失した市街地の計画的な

整備改善を推進して、その緊急かつ健全な復興を図る必要があると認められる土地の区域について定めること。  

十一  都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することによ

り、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域及び区域区分が

定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとし、第一種低層住居専用地

域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地

域及び準住居地域については、義務教育施設をも定めるものとする。  

十二  市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又

は整備する必要がある土地の区域について定めること。  

十三  市街地開発事業等予定区域は、市街地開発事業に係るものにあつては市街化区域又は区域区分が定められていな

い都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市施設に係るものにあつ

ては当該都市施設が第十一号前段の基準に合致することとなるような土地の区域について定めること。  

十四  地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各

街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性

に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、当該計画に従つて秩序ある開発行為、建築又は施設の整備が行わ

れることとなるように定めること。この場合において、次のイからハまでに掲げる地区計画については、当該イからハまでに定

めるところによること。 

イ 市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における

市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。 

ロ 再開発等促進区を定める地区計画 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とが図られることを目途として、

一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備が実施されることとなるように定めること。この場合において、第一種低層

住居専用地域及び第二種低層住居専用地域については、再開発等促進区の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保

護に支障がないように定めること。 

ハ 開発整備促進区を定める地区計画 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進が図られることを

目途として、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が実施されることとなるように定めること。この場合において、第二種住

居地域及び準住居地域については、開発整備促進区の周辺の住宅に係る住居の環境の保護に支障がないように定めるこ

と。 

十五  防災街区整備地区計画は、当該区域の各街区が火事又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避難上確保される

べき機能を備えるとともに、土地の合理的かつ健全な利用が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の整備

が行われることとなるように定めること。  

十六  歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行わ

れる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となつて形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上

並びに土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。  

十七  沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用が図られるように

定めること。この場合において、沿道再開発等促進区（幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項 の規定による沿

道再開発等促進区をいう。以下同じ。）を定める沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の

増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備が実施されることとなるように定める

こととし、そのうち第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におけるものについては、沿道再開発等促進区

の周辺の低層住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障がないように定めること。  

十八  集落地区計画は、営農条件と調和のとれた居住環境を整備するとともに、適正な土地利用が図られるように定めるこ

と。  

十九  前各号の基準を適用するについては、第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、か

つ、政府が法律に基づき行う人口、産業、住宅、建築、交通、工場立地その他の調査の結果について配慮すること。  

２  都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるよう
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に、住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない。  

３  準都市計画区域について定められる都市計画は、第一項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の

計画に適合するとともに、地域の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用の整序又は環境の保全を図るため

必要な事項を定めなければならない。この場合においては、当該地域における自然的環境の整備又は保全及び農林漁業の

生産条件の整備に配慮しなければならない。  

一  地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居の環境を保護し、良好な景観を形成し、風致を

維持し、公害を防止する等地域の環境を適正に保持するように定めること。  

二  前号の基準を適用するについては、第六条第二項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づくこと。  

４  都市再開発方針等、第八条第一項第四号の二、第五号の二、第六号、第八号及び第十号から第十六号までに掲げる地

域地区、促進区域、被災市街地復興推進地域、流通業務団地、市街地開発事業、市街地開発事業等予定区域（第十二条の

二第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。）、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画

並びに集落地区計画に関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前三項に定めるもののほか、別に法律で定める。  

５  地区計画を都市計画に定めるについて必要な基準は、第一項及び第二項に定めるもののほか、政令で定める。  

６  都市計画の策定に関し必要な技術的基準は、政令で定める。 

32. 災害対策基本法 （昭和36年11月15日法律第223号） 

第40条 

 第三章 防災計画（第三十四条―第四十五条）  

 

（都道府県地域防災計画）  

第四十条  都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、

及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合にお

いて、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。  

２  都道府県地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  

一  当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都

道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体そ

の他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱  

二  当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情

報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急

対策並びに災害復旧に関する事項別の計画  

三  当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、

調達、配分、輸送、通信等に関する計画  

四  前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の地域に係る防災に関し都道府県防災会議が必要と認める事項  

３  都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、あらかじめ、

内閣総理大臣に協議しなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、中央防災会議の意見をきかなければなら

ない。  

４  都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、その要旨を公表しな

ければならない。 

第41条 

 第三章 防災計画（第三十四条―第四十五条）  

 

第四十一条  都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画又は防災に関連

する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するもので

あつてはならない。  

一  水防法 （昭和二十四年法律第百九十三号）第七条第一項 及び第三項 に規定する都道府県の水防計画並びに同法

第三十二条第一項 に規定する指定管理団体の水防計画  

二  離島振興法 （昭和二十八年法律第七十二号）第四条第一項 に規定する離島振興計画  

三  海岸法 （昭和三十一年法律第百一号）第二条の三第一項 の海岸保全基本計画  

四  地すべり等防止法 （昭和三十三年法律第三十号）第九条 に規定する地すべり防止工事に関する基本計画  

五  活動火山対策特別措置法 （昭和四十八年法律第六十一号）第三条第一項 に規定する避難施設緊急整備計画並びに

同法第八条第一項 に規定する防災営農施設整備計画、同条第二項 に規定する防災林業経営施設整備計画及び同条第三

項 に規定する防災漁業経営施設整備計画  

六  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 （昭和五十五年
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法律第六十三号）第二条第一項 に規定する地震対策緊急整備事業計画  

七  半島振興法 （昭和六十年法律第六十三号）第三条第一項 に規定する半島振興計画  

八  前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画 

第42条 

 第三章 防災計画（第三十四条―第四十五条）  

 

（市町村地域防災計画）  

第四十二条  市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条にお

いて同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災

計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計

画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。  

２  市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  

一  当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の

管理者の処理すべき事務又は業務の大綱  

二  当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報

の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対

策並びに災害復旧に関する事項別の計画  

三  当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調

達、配分、輸送、通信等に関する計画  

四  前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と認める事項  

３  市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、あらかじめ、都道

府県知事に協議しなければならない。この場合において、都道府県知事は、都道府県防災会議の意見をきかなければなら

ない。  

４  市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、その要旨を公表しなけれ

ばならない。  

５  第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用

する。 

第50条 

 第五章 災害応急対策  

  第一節 通則（第五十条―第五十三条）  

 

（災害応急対策及びその実施責任）  

第五十条  災害応急対策は、次の各号に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の

発生を防禦し、又は応急的救助を行なう等災害の拡大を防止するために行なうものとする。  

一  警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項  

二  消防、水防その他の応急措置に関する事項  

三  被災者の救難、救助その他保護に関する事項  

四  災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項  

五  施設及び設備の応急の復旧に関する事項  

六  清掃、防疫その他の保健衛生に関する事項  

七  犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項  

八  緊急輸送の確保に関する事項  

九  前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防禦又は拡大の防止のための措置に関する事項  

２  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公

共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応

急対策を実施しなければならない。 

第52条 

 第五章 災害応急対策  

  第一節 通則（第五十条―第五十三条）  

 

（防災信号）  

第五十二条  市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の勧告及び指示のため使用する防災に関

する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。 
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２  何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

第60条 

 第五章 災害応急対策  

  第三節 事前措置及び避難（第五十八条―第六十一条） 

 

（市町村長の避難の指示等）  

第六十条  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の

拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、

避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することがで

きる。  

２  前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、

その立退き先を指示することができる。  

３  市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は立退き先を指示したときは、すみ

やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。  

４  市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合につ

いて準用する。  

５  都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生により市町村がその全部

又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町村長が第一項、第二項及び前項前段の規定により

実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。  

６  都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければな

らない。  

７  第五項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

第61条 

 第五章 災害応急対策  

  第三節 事前措置及び避難（第五十八条―第六十一条） 

 

（警察官等の避難の指示）  

第六十一条  前条第一項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のための立退きを指示することができないと認

めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の

者に対し、避難のための立退きを指示することができる。前条第二項の規定は、この場合について準用する。  

２  警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退きを指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知

しなければならない。  

３  前条第三項及び第四項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。 

33. 国税徴収法 （昭和34年4月20日法律第147号） 

第75条 

 第五章 滞納処分  

  第一節 財産の差押  

   第六款 差押禁止財産（第七十五条―第七十八条） 

 

（一般の差押禁止財産）  

第七十五条  次に掲げる財産は、差し押えることができない。  

一  滞納者及びその者と生計を一にする配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。）その他の親族

（以下「生計を一にする親族」という。）の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具  

二  滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料  

三  主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料

並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物  

四  主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚

魚その他これに類する水産物  

五  技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者（前二号に規

定する者を除く。）のその業務に欠くことができない器具その他の物（商品を除く。）  

六  実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの  

七  仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物  
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八  滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類  

九  滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票  

十  滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具  

十一  発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの  

十二  滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物  

十三  建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機

械又は器具、避難器具その他の備品  

２  前項第一号（畳及び建具に係る部分に限る。）及び第十三号の規定は、これらの規定に規定する財産をその建物その他

の工作物とともに差し押えるときは、適用しない。 

34. 地すべり等防止法 （昭和33年3月31日法律第30号） 

第25条 

 第二章 地すべり防止区域に関する管理（第七条―第二十六条） 

 

（立退の指示）  

第二十五条  都道府県知事又はその命じた職員は、地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と

認める区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを指示することができる。この場合においては、都道府県知事

又はその命じた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

35. 租税特別措置法 （昭和32年3月31日法律第26号） 

第71条の

11 

 第四章の二 地価税法の特例（第七十一条―第七十一条の十七）  

 

（特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）  

第七十一条の十一  課税時期において建築基準法第三十五条 の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に

供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段（避難のための特別な構造を有する階段として政令で

定めるものをいう。）の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第六条 

から第八条 まで及び附則第三条第二項 の規定並びに第七十一条の二 から第七十一条の六 までの規定により地価税が

非課税とされるもの並びに第七十一条の七 の規定に該当するものを除き、同法第十六条 に規定する地価税の課税価格に

算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。  

２  第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中

「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項（旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例）」とある

のは、「租税特別措置法第七十一条の十一第一項（特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格

の計算の特例）」と読み替えるものとする。  

３  第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 

36. とん税法 （昭和32年3月31日法律第37号） 

第7条 

（非課税）  

第七条  外国貿易船が開港に入港した場合において、次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があ

るときは、とん税を課さない。ただし、第一号又は第二号に規定する理由により入港した場合（これに準ずるやむを得ない理

由がある場合を含む。）において、これらの理由に直接よらない貨物の積卸をするときは、この限りでない。  

一  海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する場合  

二  検疫のみを目的として一時入港する場合  

三  避難のため一時出港し、その理由の消滅後直ちに同一の開港に入港する場合  

四  出港後二十四時間以内に他の開港又は不開港に寄港することなく同一の開港に入港する場合 

37. 自衛隊法 （昭和29年6月9日法律第165号） 

第94条の

2 

 第七章 自衛隊の権限等（第八十七条―第九十六条の二）  

 

第九十四条の二  次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基

づく命令の定めるところにより、同法第二章第三節 に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第四章第二節 に規定す

る応急措置等及び同法第百五十五条 に規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。  

一  第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第九十二条第一項の規定により公共の秩序
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の維持のため行う職務に従事する者  

二  第七十七条の四第一項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官  

三  第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官（武力攻撃事態等における

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第一項 に規定する対処基本方針において、同

条第二項第三号 に定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官

に限る。）  

２  次に掲げる自衛官は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基づく命令の定め

るところにより、同法第八章 に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。  

一  第七十七条の四第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官  

二  第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官（武力攻撃事態等における

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二十五条第一項 に規定する緊急対処事態におい

て、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百八十三条 において準用する同法第十四条第一

項 に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る。） 

38. 離島振興法 （昭和28年7月22日法律第72号） 

別表（第7

条関係） 
（※別紙2に記載） 

39. 航空法 （昭和27年7月15日法律第231号） 

第74条 

 第六章 航空機の運航（第五十七条―第九十九条の二）  

 

（危難の場合の措置）  

第七十四条  機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にあ

る旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項（機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。）

について命令をすることができる。 

40. 検疫法 （昭和26年6月6日法律第201号） 

第23条 

 第二章 検疫（第四条―第二十三条の二）  

 

（緊急避難）  

第二十三条  検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当

該船舶等を国内の港に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所（港の水面を含む。）に着陸させ、若しくは着水させた場合

において、その急迫した危難が去つたときは、直ちに、当該船舶を検疫区域若しくは検疫所長の指示する場所に入れ、若し

くは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させなければならない。  

２  前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空

機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないとき

は保健所長に、検疫感染症の患者の有無、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならな

い。  

３  前項の通報を受けた検疫所長又は保健所長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な

措置をとることができる。  

４  第二項の船舶等については、第五条ただし書第三号に規定する許可は、保健所長もすることができる。  

５  第二項の船舶等であつて、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫

所長又は保健所長の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、第五条の規定を適用しな

い。  

６  前四項の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等について準用する。  

７  検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から

上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所

長又は市町村長に、検疫感染症の患者の有無その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 

41. 漁港漁場整備法 （昭和25年5月2日法律第137号） 



 56

第5条 

 第一章 総則（第一条―第五条）  

 

（漁港の種類）  

第五条  漁港の種類は、次のとおりとする。 

  第一種漁港 その利用範囲が地元の漁業を主とするもの 

第二種漁港 その利用範囲が第一種漁港よりも広く、第三種漁港に属しないもの 

第三種漁港 その利用範囲が全国的なもの 

第四種漁港 離島その他辺地にあつて漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの 

42. 建築基準法 （昭和25年5月24日法律第201号） 

第7条の6 

 第一章 総則（第一条―第十八条の三）  

 

（検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限）  

第七条の六  第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及

び居室を有しない建築物を除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入

口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは

防火区画で政令で定めるものに関する工事（政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第二十二項及び第九十

条の三において「避難施設等に関する工事」という。）を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第

五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若

しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の

交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。  

一  特定行政庁（第七条第一項の規定による申請が受理された後においては、建築主事）が、安全上、防火上及び避難上

支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。  

二  第七条第一項の規定による申請が受理された日（第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による

検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日の

いずれか遅い日）から七日を経過したとき。  

２  前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

第18条 

 第一章 総則（第一条―第十八条の三）  

 

（国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例）  

第十八条  国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、

第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第二十三項までの規定に

定めるところによる。  

２  第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、

都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画

を建築主事に通知しなければならない。  

３  建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が

建築基準関係規定（第六条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様

替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される

第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十二項において同じ。）に適合するかどうかを審査し、審査

の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を

交付しなければならない。  

４  建築主事は、前項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号又は第三号に定める基準に

適合するかどうかを審査するときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。  

５  都道府県知事は、当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、

当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。  

６  都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があ

ると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。  

７  都道府県知事は、第四項の構造計算適合性判定を求められた場合においては、当該構造計算適合性判定を求められた

日から十四日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。  

８  都道府県知事は、前項の場合（第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものである
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かどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において、同項の期間内に建築主事に同項

の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することが

できる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期

間内に建築主事に交付しなければならない。  

９  第四項の構造計算適合性判定に要する費用は、当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は

市町村の負担とする。  

１０  建築主事は、第四項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り、第三項の確認済証を交付することが

できる。  

１１  建築主事は、第三項の場合（第二項の通知に係る建築物の計画が第二十条第二号に定める基準（同号イの政令で定め

る基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。）

に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。）において、第三項の期間内に当該通知をし

た国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、

同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由

を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。  

１２  建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認

めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理

由を記載した通知書を第三項の期間（前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間）内に

当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。  

１３  第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた

後でなければすることができない。  

１４  国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するよう

に、建築主事に通知しなければならない。  

１５  建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から七日以内に、そ

の通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定（第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模

の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一

項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。）に適合しているかどうかを検査しなければならない。  

１６  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合し

ていることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。  

１７  国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、

その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。  

１８  建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当

該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規

定に適合するかどうかを検査しなければならない。  

１９  建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを

認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付し

なければならない。  

２０  特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなけれ

ば、これを施工してはならない。  

２１  建築主事等は、第十八項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物

等について、第十五項又は第十八項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に

適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。  

２２  第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物（共同住宅以外の住宅及び居室を

有しない建築物を除く。）の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を

含むものをする場合においては、第十六項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避

難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使

用させることができる。  

一  特定行政庁（第十四項の規定による通知があつた後においては、建築主事）が、安全上、防火上又は避難上支障がな

いと認めて仮使用の承認をしたとき。  

二  第十四項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。  

２３  特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項
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若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建

築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならな

い。 

第26条 

 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備（第十九条―第四十一条）  

 

（防火壁）  

第二十六条  延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各

区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物につい

ては、この限りでない。  

一  耐火建築物又は準耐火建築物  

二  卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又

はロのいずれかに該当するもの 

イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの 

ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの 

三  畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況に

あつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基

準に適合するもの 

第35条 

 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備（第十九条―第四十一条）  

 

（特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準）  

第三十五条  別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で

定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合において

は、その延べ面積の合計）が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、ス

プリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要

な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。 

第42条 

 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  

  第一節 総則（第四十一条の二・第四十二条）  

 

（道路の定義）  

第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル（特定行政庁がその地方の気候

若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において

は、六メートル。次項及び第三項において同じ。）以上のもの（地下におけるものを除く。）をいう。  

一  道路法 （昭和二十七年法律第百八十号）による道路  

二  都市計画法 、土地区画整理法 （昭和二十九年法律第百十九号）、旧住宅地造成事業に関する法律（昭和三十九年法

律第百六十号）、都市再開発法 （昭和四十四年法律第三十八号）、新都市基盤整備法 （昭和四十七年法律第八十六号）、大

都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 （昭和五十年法律第六十七号）又は密集市街地整備

法 （第六章に限る。以下この項において同じ。）による道路  

三  この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道  

四  道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅

地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内に

その事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの  

五  土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整

備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造

する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの  

２  この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定し

たものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル（前項の規定により指定さ

れた区域内においては、三メートル（特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二

メートル）。以下この項及び次項において同じ。）の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水

平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の

境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。  
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３  特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線か

らの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの

水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。  

４  第一項の区域内の幅員六メートル未満の道（第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに

限る。）で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみな

す。  

一  周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道  

二  地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道  

三  第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道  

５  前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわら

ず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。  

６  特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離

を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 

第43条 

 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  

  第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等（第四十三条―第四十七条）  

 

（敷地等と道路との関係）  

第四十三条  建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。）に二メートル以上接し

なければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建

築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものにつ

いては、この限りでない。  

一  自動車のみの交通の用に供する道路  

二  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当する

もの（第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。）で、地区計画の区域（地区整備計画が定められている

区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定め

られている区域に限る。同号において同じ。）内のもの  

２  地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する

建築物又は延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別

表第三において同じ。）が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接

する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項

の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加する

ことができる。 

第86条の

8 

 第六章 雑則（第八十四条―第九十七条の六）  

 

（既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和）  

第八十六条の八  第三条第二項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない一の建

築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画

が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項及び同条第三項の規定の適用については、同条第二項中「建築、

修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中

若しくはこれらの工事の間の」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、第三号又は第四号に該当する

ものにあつては、第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまで

は、この限りでない」と、同項第三号中「工事」とあるのは「最初の工事」と、「増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替」

とあるのは「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」とする。  

一  一の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況その他の事情によりやむを

得ないものであること。  

二  全体計画に係るすべての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地が建築基準法令の

規定に適合することとなること。  

三  全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上

の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであるこ

と。  

２  前項の認定の申請の手続その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。  
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３  第一項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主（以下この条において「認定建築主」という。）は、当該認定を受け

た全体計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければなら

ない。前二項の規定は、この場合に準用する。  

４  特定行政庁は、認定建築主に対し、第一項の認定を受けた全体計画（前項の規定による変更の認定があつたときは、そ

の変更後のもの。次項において同じ。）に係る工事の状況について報告を求めることができる。  

５  特定行政庁は、認定建築主が第一項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定

建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

６  特定行政庁は、認定建築主が前項の命令に違反したときは、第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。 

第90条の

2～3 

 第六章 雑則（第八十四条―第九十七条の六）  

 

（工事中の特殊建築物等に対する措置）  

第九十条の二  特定行政庁は、第九条又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の

施工中に使用されている第六条第一項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認

める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該

建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。  

２  第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。  

 

（工事中における安全上の措置等に関する計画の届出）  

第九十条の三  別表第一(い)欄の(一)項、(二)項及び(四)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける

建築物で政令で定めるものの新築の工事又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築

物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の

施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければな

らない。 

43. 港湾法 （昭和25年5月31日法律第218号） 

第2条 

 第一章 総則（第一条―第三条）  

 

（定義）  

第二条  この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公

共団体をいう。  

２  この法律で「重要港湾」とは、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を

有する港湾で政令で定めるものをいい、「特定重要港湾」とは、重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾

で政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、重要港湾以外の港湾をいう。  

３  この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項（第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。）の規

定により認可があつた水域をいう。  

４  この法律で「臨港地区」とは、都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第二章 の規定により臨港地区として定められた

地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。  

５  この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利

用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。  

一  水域施設 航路、泊地及び船だまり  

二  外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁  

三  係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場  

四  臨港交通施設 道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート  

五  航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設  

六  荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋  

七  旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所  

八  保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設  

八の二  船舶役務用施設 船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設（第十三号に掲げる施設を除く。）、船舶修理施

設並びに船舶保管施設  

九  港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のため

の施設  
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九の二  廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の

廃棄物の処理のための施設（第十三号に掲げる施設を除く。）  

九の三  港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設  

十  港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設  

十の二  港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設（第十四号に掲げる施

設を除く。）  

十一  港湾施設用地 前各号の施設の敷地  

十二  移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設  

十三  港湾役務提供用移動施設 船舶の離着岸を補助するための船舶、船舶のための給水、給油及び給炭の用に供する

船舶及び車両並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両  

十四  港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設  

６  前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾

管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。  

７  この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港

湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のため

に行なうものをいう。  

８  この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法 （昭和三十九年法律第百六十七号）第三条第一項 に規定する

河川の河川区域（以下単に「河川区域」という。）以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事

を必要とする航路をいい、その構造の保全及び船舶の航行の安全のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定

める。  

９  この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は

旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。 

第42条 

 第五章 港湾工事の費用（第四十二条―第四十三条の五）  

 

（費用の負担）  

第四十二条  港湾管理者が、重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設（こ

れらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。）の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に

要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。  

２  港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費

用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。  

３  前二項の規定は、これによつて国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を

経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。  

４  地方財政法第十七条 及び第十九条第一項 の規定は、港務局について第一項の場合に準用する。この場合において、

「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。 

第52条 

 第七章 雑則（第四十四条―第六十三条）  

 

（直轄工事）  

第五十二条  重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般

交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範

囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。  

一  重要港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設

又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事  

二  重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護

岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事  

三  避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事  

四  前三号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困

難である港湾工事  

２  前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るもの

は、当該港湾の港湾管理者が当該各号に掲げる割合で負担する。  

一  特定重要港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設（これらの施設のうち、国際海上輸送網の拠点として機能

するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。）又は臨港交通施設（第六号に掲げる施設を除く。） 三
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分の一  

二  重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設（前号及び第六号に掲げる施設を除く。） 十分の

四・五  

三  重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設 十分の五  

四  重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設三分の二  

五  避難港における水域施設又は外郭施設（次号に掲げる施設を除く。） 三分の一  

六  水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設（前項第四号に掲げる港湾工事に係るものに限る。） 十分の五  

３  地方財政法第十七条の二第一項 及び第十九条第二項 の規定は、港務局について前項の場合に準用する。この場合

において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。 

44. 地方税法 （昭和25年7月31日法律第226号） 

第349条の

3の3 

 第三章 市町村の普通税  

  第二節 固定資産税  

   第一款 通則（第三百四十一条―第三百五十八条の二）  

 

（被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例）  

第三百四十九条の三の三  震災、風水害、火災その他の災害（以下この項及び第三項並びに第三百五十二条の二第三項

及び第六項において「震災等」という。）により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発

生した日の属する年（以下この項において「被災年」という。）の一月一日（当該震災等の発生した日が一月一日である場合に

は、当該日の属する年の前年の一月一日）を賦課期日とする年度（以下この条及び第三百五十二条の二において「被災年

度」という。）分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの（以下この条において「被災住宅用地」という。）のう

ち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度（災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十条第一項 及び第

五項 の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第六十一条第一項 の規定による避難のための立退きの

指示又は同法第六十三条第一項 （同条第三項 において準用する場合を含む。）及び第二項 の規定による警戒区域の設

定（以下この項において「避難の指示等」という。）が行われた場合において、同法第六十条第四項 （同法第六十一条第三項 

において準用する場合を含む。）及び第五項 の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日（以下こ

の項において「避難等解除日」という。）の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難

等解除日の属する年の一月一日以後三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度。以下この条において同じ。）に

係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課

期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者（第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅

用地の所有者等」という。）が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分（避難の指示等が行わ

れた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解

除日の属する年の一月一日以後三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分。以下この条及び第三百五十二条

の二において同じ。）の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用するこ

とができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定（前条第二項各号及び第三

百八十四条の規定を除く。）を適用する。この場合において、前条第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政

令で定めるもの」とする。  

２  被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者

（以下本項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の共有者等」という。）が、当該被災年度の翌年度又は翌々年

度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持

分を有している場合（前項の規定の適用がある場合を除く。）には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地

の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの（第四項にお

いて「特定被災住宅用地」という。）で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年

度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第二項

において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。  

３  震災等の発生した日の属する年の一月二日（震災等の発生した日が一月一日である場合にあつては、当該日の属する

年の前年の一月二日）以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等（以下本項及び次項、第三百五十二条

の二並びに第三百八十四条の二において「特定仮換地等」という。）に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地

である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当

該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている被災住宅用地の所有者等を
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もつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分

の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地と

みなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課

期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者（第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅

用地の所有者等」という。）が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定に

より読み替えて適用される同条第一項」とする。  

４  特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分

又は翌々年度分の固定資産税について第三百四十三条第六項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地

補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされ

たときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合に

おいて、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に

相当する土地」と、「次条第三項」とあるのは「次条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。 

第701条の

34 

 第四章 目的税  

  第五節 事業所税  

   第一款 通則（第七百一条の三十―第七百一条の三十九）  

 

（事業所税の非課税の範囲）  

第七百一条の三十四  指定都市等は、国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに法人税法第二条第

五号 の公共法人（非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人であるものを除く。）に対しては、事業所税を課するこ

とができない。  

２  指定都市等は、法人税法第二条第六号 の公益法人等（防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法

人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党

等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第

二条第二項 に規定する法人を含む。）又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に

対しては、事業所税を課することができない。  

３  指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。  

一  削除  

二  削除  

三  博物館法第二条第一項 に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設  

四  公衆浴場法 （昭和二十三年法律第百三十九号）第一条第一項 に規定する公衆浴場で政令で定めるもの  

五  と畜場法 （昭和二十八年法律第百十四号）第三条第二項 に規定すると畜場  

六  化製場等に関する法律 （昭和二十三年法律第百四十号）第一条第三項 に規定する死亡獣畜取扱場  

七  水道法 （昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第八項 に規定する水道施設  

八  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第六項 の規定による許可若しくは同法第九条の八第一

項 の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項 ただし書若しくは同条第六項 ただし書の規定により市町村の委託

を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設  

九  医療法第一条の五 に規定する病院及び診療所、介護保険法第八条第二十五項 に規定する介護老人保健施設で政

令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所  

十  生活保護法第三十八条第一項 に規定する保護施設で政令で定めるもの  

十の二  児童福祉法第七条第一項 に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの  

十の三  老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの  

十の四  障害者自立支援法第五条第十二項 に規定する障害者支援施設  

十の五  削除  

十の六  削除  

十の七  第十号から第十号の四までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供

する施設で政令で定めるもの  

十の八  介護保険法第百十五条の四十五第一項 に規定する包括的支援事業の用に供する施設  

十一  農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの  

十二  農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政

令で定めるもの  

十三  農業倉庫業法 （大正六年法律第十五号）第一条第一項 に規定する農業倉庫業者又は同法第十九条第一項 に規定
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する連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫  

十四  卸売市場法第二条第二項 に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設  

十五  熱供給事業法第二条第二項 に規定する熱供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの  

十六  電気事業法第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業又は同項第三号 に規定する卸電気事業の用に供する

施設で政令で定めるもの  

十七  ガス事業法第二条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供する施設で

政令で定めるもの  

十八  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項 に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施

される同法第十六条第一項 に規定する経営基盤強化事業の用に供する施設で政令で定めるもの  

十九  独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号 ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化

に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号 ロの資金の貸

付け（これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。）を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に

係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの  

二十  鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条 に規定する軌道経営者がその本来の事業の

用に供する施設で政令で定めるもの  

二十一  道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車によ

り乗合旅客を運送するものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法 （平成元年法律第八十三号）第二条第二項 に規定する

一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法 （平成元年法律第八十二号）第二条第六項 に規定する貨物利用運送

事業のうち同条第四項 に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項 に規定する第二種貨

物利用運送事業のうち同条第三項 に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの（当該第二種貨物利用運送事

業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業（特定の者の需要に応じてするものを除く。）に係る部分に限る。）

を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの  

二十二  自動車ターミナル法 （昭和三十四年法律第百三十六号）第二条第六項 に規定するバスターミナル又はトラックタ

ーミナルの用に供する施設で政令で定めるもの  

二十三  国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で

定める施設  

二十四  専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれ

と一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。）を設置して電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十

六号）第二条第三号 に規定する電気通信役務を提供する同条第四号 に規定する電気通信事業（携帯電話用装置、自動車

電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号 に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号にお

いて同じ。）を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの  

二十五  民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用

に供する施設で政令で定めるもの  

二十五の二  郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法 （平成十七年法律第九十九号）第三条第一項 各号に掲げる業務

の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法 （平成十七年法律第百号）第四条第一項 

各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの  

二十六  勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの  

二十七  駐車場法 （昭和三十二年法律第百六号）第二条第二号 に規定する路外駐車場で政令で定めるもの  

二十八  道路交通法 （昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第十号 に規定する原動機付自転車又は同項第十一号

の二 に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号 に掲げる駐車場として都市計画に定め

られたもの  

二十九  東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神

高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法 （平成十六年法律第九十九号）第五条第

一項第一号 、第二号又は第四号に規定する事業（本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号 、第二号、第

四号又は第五号に規定する事業）の用に供する施設で政令で定めるもの  

４  指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）第十七条第一項 に規定する防火対

象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項 に規定する消防用設備等で政令で定めるもの

（以下この項において「消防用設備等」という。）及び同条第三項 に規定する特殊消防用設備等（以下この項において「特殊

消防用設備等」という。）並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条 に規定する避難施設その他の政令で

定める防災に関する施設又は設備（消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。）のうち政令で定める部分に係る事業所床

面積に対しては資産割を課することができない。  
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５  指定都市等は、港湾運送事業法 （昭和二十六年法律第百六十一号）第九条第一項 に規定する港湾運送事業者がその

本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。  

６  第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算

定期間（法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節に

おいて同じ。）の末日の現況によるものとする。  

７  第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所床面積

又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事

業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

45. 水防法 （昭和24年6月4日法律第193号） 

第14条 

 第三章 水防活動（第九条―第三十一条）  

 

（浸水想定区域）  

第十四条  国土交通大臣は、第十条第二項又は前条第一項の規定により指定した河川について、都道府県知事は、第十一

条第一項又は前条第二項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の

軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨により当該河川が

はん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定するものとする。  

２  前項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らかにしてするものとする。  

３  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、指定の

区域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。  

４  前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

第15条 

 第三章 水防活動（第九条―第三十一条）  

 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置）  

第十五条  市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町

村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、前条第一項の規定により浸水想定区域の指定があつたとき

は、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも

当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象

庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣若

しくは都道府県知事が通知し若しくは周知する情報をいう。以下同じ。）の伝達方法  

二  避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項  

三  浸水想定区域内に地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。以下同じ。）

又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時

の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地  

２  市町村防災会議は、前項第三号に規定する施設については、その利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図

られるよう洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。  

３  第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独

で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。  

４  浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定

められた第一項各号に掲げる事項を住民に周知させるため、これらの事項（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律 （平成十二年法律第五十七号）第六条第一項 に規定する土砂災害警戒区域をその区域に含む市

町村にあつては、同法第七条第三項 に規定する事項のうち洪水時において同法第二条 に規定する土砂災害を防止する

ため必要と認められる事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。  

５  前各項の規定は、災害対策基本法第十七条第一項 の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の

協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六

条第一項 に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。」とあるのは

「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項 に規定する市町村防災会議の協議会をいう。」と、「市町村地

域防災計画（同法第四十二条第一項 に規定する市町村地域防災計画をいう。」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同

法第四十四条第一項 に規定する市町村相互間地域防災計画をいう。」と、第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防
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災会議の協議会」と、前二項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。 

第29条 

 第三章 水防活動（第九条―第三十一条）  

 

（立退きの指示）  

第二十九条  洪水又は高潮のはん濫により著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた

都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができ

る。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

46. 警察官職務執行法 （昭和23年7月12日法律第136号） 

第4条 

（避難等の措置）  

第四条  警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物

の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に

居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける

虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合

わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らそ

の措置をとることができる。  

２  前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。こ

の場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置を

とらなければならない。 

第7条 

（武器の使用）  

第七条  警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止の

ため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器

を使用することができる。但し、刑法 （明治四十年法律第四十五号）第三十六条 （正当防衛）若しくは同法第三十七条 （緊急

避難）に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。  

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足り

る充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がそ

の者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに

足りる相当な理由のある場合。  

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に

対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮

捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 

47. 消防法 （昭和23年7月24日法律第186号） 

第3条 

第二章 火災の予防 

 

第三条  消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同

じ。）、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険である

と認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を

有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

一  火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る。）又はその使用に際し火災の発生のおそれのある

設備若しくは器具（物件に限る。）の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合

の消火準備  

二  残火、取灰又は火粉の始末  

三  危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理  

四  放置され、又はみだりに存置された物件（前号の物件を除く。）の整理又は除去  

○２  消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると

認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規

定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員（消防本部を置

かない市町村においては、消防団員。第四項（第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。）及び

第五条の三第二項において同じ。）に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この
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場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。  

○３  災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第六十四条第三項 から第六項 までの規定は、前項の規定

により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とある

のは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。  

○４  消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措

置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行し

ても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 （昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、

当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。 

第5条 

第二章 火災の予防 

 

第五条  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認

める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場

合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者（特に緊急の必要があると認める場合において

は、関係者及び工事の請負人又は現場管理者）に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他

の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、

改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。  

○２  第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。  

○３  消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法

により、その旨を公示しなければならない。  

○４  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。

この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有

者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

第5条の2

～3 

第二章 火災の予防 

 

第五条の二  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する

場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。  

一  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項、第八条の二の五第三項又は第十七条の

四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分

でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みが

ないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又

は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合  

二  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項、第八条の二の五第三項又は第十七条の

四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火

災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合  

○２  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。  

 

第五条の三  消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は

火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者

若しくは占有者で権原を有する者（特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占

有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。）に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきこと

を命ずることができる。  

○２  消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると

認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規

定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件

について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定め

て、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらか

じめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。  

○３  消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管し

なければならない。  

○４  災害対策基本法第六十四条第三項 から第六項 までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管

した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物
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等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。  

○５  第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は

第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。 

第8条 

第二章 火災の予防 

 

第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下

同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者

が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を

有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び

避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱

いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を

行なわせなければならない。  

○２  前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長

に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。  

○３  消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対

し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。  

○４  消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必

要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当

該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。  

○５  第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。 

第8条の2

の4 

第二章 火災の予防 

 

第八条の二の四  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火

対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要

な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉

鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 

第17条 

第四章 消防の設備等 

 

第十七条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物

で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防

用設備等」という。）について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術

上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。  

○２  市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに

基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の

基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。  

○３  第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術

上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等（以

下「特殊消防用設備等」という。）であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定

めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画（以下「設備等設置維持計画」という。）に従つて設

置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等（それに代えて当該認

定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。）については、前二項の規定は、適用しない。 

第17条の

2の5 

第四章 消防の設備等 

 

第十七条の二の五  第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第

二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等（消火

器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。）又は現に新築、増築、改築、移転、修繕

若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用

設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規

定を適用する。  

○２  前項の規定は、消防用設備等で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。  
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一  第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基

づく条例を改正する法令による改正（当該政令若しくは命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する政令若しく

は命令又は条例を制定することを含む。）後の当該政令若しくは命令又は条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前

の規定に適合していないことにより同条第一項の規定に違反している同条同項の防火対象物における消防用設備等  

二  工事の着手が第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二

項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係

る同条第一項の防火対象物における消防用設備等  

三  第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基

づく条例の規定に適合するに至つた同条第一項の防火対象物における消防用設備等  

四  前三号に掲げるもののほか、第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令

又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火

対象物（政令で定めるものに限る。）その他同条第一項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの（以

下「特定防火対象物」という。）における消防用設備等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の特

定防火対象物に係る消防用設備等 

第36条 

第八章 雑則 

 

第三十六条  第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特

に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、第八条第一項から第四

項までの規定中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第一項中「、政令」とあるのは「、火災その他の災害の被害の

軽減に関する知識を有する者で政令」と、「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火

活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管

理並びに収容人員の管理その他防火管理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と、同条第四項、第八条の

二第一項及び第八条の二の二第一項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項中「火災の予防に」とあるのは「火災

以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に」と、「、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設

の設置及び維持その他火災の予防上」とあるのは「その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために」

と、同項、同条第二項及び第八条の二の三第一項第二号ニ中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」

と、同号イ及び同条第六項第二号中「又は第十七条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「、第十七条の四第一項若しくは

第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項」と読み替えるものとする。  

○２  前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物

の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理

者に、同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。  

○３  第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項及び

第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用す

る同条第一項の規定による点検（その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物そ

の他の工作物全体（第八条の二の三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除

く。）についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検）

が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合し

ていると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表

示を付することができる。  

○４  第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三

第七項及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による認定と併せて第一項にお

いて準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合（当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれている

ものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項

の規定による認定を受けた場合に限る。）に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定

める事項を記載した表示を付することができる。  

○５  第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。  

○６  第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防

組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。  

○７  第十八条第二項、第二十二条及び第二十四条から第二十九条まで並びに第三十条の二において準用する第二十五

条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、水災を除く他の災害について準

用する。 
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48. 医療法 （昭和23年7月30日法律第205号） 

第23条 

 第四章 病院、診療所及び助産所  

  第二節 管理（第十条―第二十三条）  

 

第二十三条  前三条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、

避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生労働省令で定める。  

２  前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以下の罰金の刑を科する旨の規

定を設けることができる。 

49. 労働基準法 （昭和22年4月7日法律第49号） 

第96条 

第十章 寄宿舎 

 

（寄宿舎の設備及び安全衛生）  

第九十六条  使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必

要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。  

○２  使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 

50. 船員法 （昭和22年9月1日法律第100号） 

第118条の

2 

第十三章 雑則 

 

（旅客船の乗組員）  

第百十八条の二  船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関

する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。 

51. 消防組織法 （昭和22年12月23日法律第226号） 

第4条 

 第二章 国の行政機関（第二条―第五条）  

 

（消防庁の任務及び所掌事務）  

第四条  消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関

する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。  

２  消防庁は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  消防制度及び消防準則の企画及び立案に関する事項  

二  消防に関する市街地の等級化に関する事項（都道府県の所掌に係るものを除く。）  

三  防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関する事項  

四  火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関する事項  

五  消防職員（消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。）及び消防団員の教養訓練の基準に関する事項  

六  消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項  

七  消防統計及び消防情報に関する事項  

八  消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関する事項  

九  消防に関する試験及び研究に関する事項  

十  消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項  

十一  消防思想の普及宣伝に関する事項  

十二  危険物の判定の方法及び保安の確保に関する事項  

十三  危険物取扱者及び消防設備士に関する事項  

十四  消防に必要な人員及び施設の基準に関する事項  

十五  防災計画に基づく消防に関する計画（第二十九条において「消防計画」という。）の基準に関する事項  

十六  人命の救助に係る活動の基準に関する事項  

十七  救急業務の基準に関する事項  

十八  消防団員等の公務災害補償等に関する事項  

十九  消防に関する表彰及び報償に関する事項  
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二十  消防の応援及び支援並びに緊急消防援助隊に関する事項  

二十一  災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）、大規模地震対策特別措置法 （昭和五十三年法律第七十

三号）、原子力災害対策特別措置法 （平成十一年法律第百五十六号）、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法 （平成十四年法律第九十二号）及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関

する特別措置法 （平成十六年法律第二十七号）に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団

体相互間の連絡に関する事項  

二十二  石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関する事項  

二十三  石油コンビナート等災害防止法 （昭和五十年法律第八十四号）第二条第二号 に規定する石油コンビナート等特

別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関する事項  

二十四  国際緊急援助隊の派遣に関する法律 （昭和六十二年法律第九十三号）に基づく国際緊急援助活動に関する事項 

二十五  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 （平成十六年法律第百十二号）に基づく住民の

避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関する事項並びに同法 に基づく地方公共団体

の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事項  

二十六  所掌事務に係る国際協力に関する事項  

二十七  住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項  

二十八  前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき消防庁に属させられた事項 

52. 刑法 （明治40年4月24日法律第45号） 

第37条 

 第一編 総則  

  第七章 犯罪の不成立及び刑の減免（第三十五条―第四十二条）  

 

（緊急避難）  

第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、こ

れによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情

状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。  

２  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 

53. 民法 （明治29年4月27日法律第89号） 

第720条 

 第三編 債権  

  第五章 不法行為（第七百九条―第七百二十四条）  

 

（正当防衛及び緊急避難）  

第七百二十条  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず

加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げな

い。  

２  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 

 



 72

別紙１ 

11. 沖縄振興特別措置法 別表 （第百五条関係）  

項 事業の区分 国庫の負担又は補助の割合の範囲

一 農業試験

研究施設 

農業改良助長法（昭和二十三年法律第百六十五号）第二条第

二号に規定する試験研究施設の設置 

十分の九・五以内 

二 土地改良 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行う

もの 

十分の九・五以内 

三 林業施設 森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第四十一条第三

項に規定する保安施設事業 

十分の九・五（国以外の者の行う事

業にあっては、十分の九）以内（災

害による土砂の崩壊等の危険な状

況に対処するために緊急治山事業

として行われるものにあっては、十

分の十以内） 

四 漁港 漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）第三条第

一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設

のうち輸送施設又は漁港施設用地（公共施設用地に限る。）の

修築事業 

十分の九・五（国以外の者の行う事

業にあっては、十分の九（水産業協

同組合が施行するものにあっては、

十分の十））以内 

五 道路 道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築並びに同

法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道、県道及

び市町村道の修繕 

十分の九・五（国以外の者の行う事

業にあっては、十分の九））以内 

六 港湾 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外

郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物

処理施設（廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条

第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。）、港湾

環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地（同法第二

条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施

設に限る。）の建設又は改良の工事 

十分の九・五（国以外の者の行う事

業にあっては、十分の九）以内 

七 空港 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第四条第一項第五号に

掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に

係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 

十分の九・五（空港法第四条第一項

第五号に掲げる空港に係る同法第

八条第四項に規定する工事にあっ

ては十分の十、国以外の者の行う事

業にあっては十分の九）以内 

八 公営住宅 公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第五号

に規定する公営住宅の建設等 

十分の七・五以内 

九 住宅地区

改良 

住宅地区改良法（昭和三十五年法律第八十四号）第二条第六

項に規定する改良住宅の建設（当該建設のため必要な土地の

取得及びその土地を宅地に造成することを含む。） 

十分の七・五以内 

十 水道 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規

定する水道用水供給事業 

十分の九以内 

十一 し尿処理施

設及びご

み処理施

設 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百

三十七号）第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処

理施設の設置 

十分の五以内 

十二 都市公園 都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第一項第 十分の五以内 
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一号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第二項に規定

する公園施設（同条第一項第一号に規定する都市公園に設け

るものに限る。）の新設又は改築 

十三 下水道 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規

定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設

置又は改築 

四分の三以内 

十四 消防施設 消防施設強化促進法（昭和二十八年法律第八十七号）第三条

に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設

置 

三分の二以内 

十五 感染症指

定医療機

関 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成十年法律第百十四号）第六条第十四項に規定する第一種

感染症指定医療機関及び同条第十五項に規定する第二種感染

症指定医療機関の整備 

十分の七・五以内 

十六 保健所 地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第一項に規

定する保健所の整備 

十分の七・五以内 

十七 精神科病

院 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法

律第百二十三号）第十九条の十に規定する精神科病院（精神科

病院以外の病院に設ける精神病室を含む。）の設置 

十分の七・五以内 

十八 児童福祉

施設 

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条第一項

に規定する児童福祉施設の整備 

十分の八以内 

十九 身体障害

者社会参

加支援施

設 

身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第五

条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設の設置 

三分の二以内 

二十 生活保護

施設 

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第

一項に規定する保護施設の整備 

十分の七・五以内 

二十一 老人福祉

施設 

老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の整備 十分の七・五以内 

二十二 義務教育

施設等 

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

（昭和三十三年法律第八十一号）第二条第一項に規定する義務

教育諸学校に係る建物（同条第二項に規定する建物をいう。次

項において同じ。）及び水泳プール、公立の中学校（中等教育

学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この

項において同じ。）に係る産業教育振興法（昭和二十六年法律

第二百二十八号）第二条に規定する産業教育のための設備、公

立の小学校（特別支援学校の小学部を含む。以下この項におい

て同じ。）及び中学校に係る理科教育振興法（昭和二十八年法

律第百八十六号）第二条に規定する理科教育のための設備、

へき地教育振興法（昭和二十九年法律第百四十三号）第三条第

二号及び第三号に規定する住宅及び施設（同法第四条第一項

第四号の規定によるものを含む。）並びに公立の小学校及び中

学校に係る学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第三条

第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 

十分の八・五以内 

二十三 高等学校

教育施設

等 

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

第十一条第一項に規定する高等学校等（以下この項において

「高等学校等」という。）に係る建物、公立の高等学校等に係る、

産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は

十分の七・五以内 
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設備及び公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規

定する理科教育のための設備の整備 

二十四 砂防設備 砂防法（明治三十年法律第二十九号）第一条に規定する砂防工

事 

十分の九・五（国以外の者の行う事

業にあっては、十分の九）以内（災

害による土砂の崩壊等の危険な状

況に対処するために施行する緊急

砂防事業に係るものにあっては、十

分の十以内） 

二十五 海岸 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 十分の九・五（国以外の者の行う事

業にあっては、十分の九）以内 

二十六 地すべり防

止施設 

地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第二条第四項

に規定する地すべり防止工事 

十分の八以内 

二十七 河川 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 十分の九以内 
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別紙２ 

38. 離島振興法 別表 （第七条関係）  

（一） 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一号から第三号まで

並びに第五十二条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に規定する費用について 

港湾

の区

分 

事業の区分 事業主体 国庫の負担割合又は補助割合 

重要

港湾 

水域施設又は外郭施設の建

設又は改良（重要な工事に

限る。） 

港湾管理者 十分の八 

国 十分の八・五 

係留施設又は臨港交通施設

の建設又は改良 

港湾管理者 十分の六（本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建

設又は改良に係るものにあつては、三分の二） 

国 三分の二 

避難

港 

水域施設又は外郭施設の建

設又は改良 

港湾管理者 十分の八 

国 十分の八・五 

係留施設の建設又は改良 港湾管理者 十分の六 

国 三分の二 

地方

港湾 

水域施設又は外郭施設の建

設又は改良 

港港湾管理者（北海道に

あつては、港湾管理者又

は国） 

十分の八（国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・

五） 

係留施設又は臨港交通施設

の建設又は改良 

十分の六（本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建

設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあ

つては、三分の二） 

 

（二） 漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）第二十条第四項及び第五項に規定する費用について 

漁港の区分 第一種漁港 

第二種漁港 

第三種漁港 

第四種漁港 

事業の区分 外郭施設又は水域施設

の修築 

係留施設の修築 外郭施設又は水域施設

の修築 

係留施設の修築 

事業主体 地方公共

団体 

水産業協同

組合 

地方公共

団体 

水産業協同

組合 

地方公共

団体 

水産業協同

組合 

地方公共

団体 

水産業協同

組合 

国庫の負担割合又は

補助割合 

百分の八

十 

百分の九十

五 

百分の六

十 

百分の七十

五 

百分の八

十五 

百分の九十

五 

三分の二 百分の八十

 

（三） 道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第五十六条に規定する費用について 

道路の区分 国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上

特に整備する必要のある道路 

事業の区分 新設及び改築 

イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する

橋に係るもの 

ロ イ以外のもの 

事業主体 道路管理者 

国庫の補助 三分の二 十分の五・五（政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあ
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割合 つては、十分の六） 

 

（四） 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第六条第一項並びに第八条第一項及び第四項に規定する費用について 

空港の区分 空港法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港 

事業の区分 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新

設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備 

事業主体 国又は地方公共団体 

国庫の負担割合又は

補助割合 

百分の八十 

 

（五） 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る同条

第二項に規定する建物について 

学校の区分 公立の小学校 

公立の中学校（次項に掲げ

る中学校を除く。） 

公立の中学校（学校教育法（昭

和二十二年法律第二十六号）

第七十一条の規定により高等

学校における教育と一貫した

教育を施すものに限る。） 

公立の中等教

育学校 

公立の特別支

援学校 

公立の義務教

育諸学校 

事業の区分 教室の不足を解消するため

の校舎の新築又は増築（買

収その他これに準ずる方法

による取得を含む。以下同

じ。） 

屋内運動場の新築又は増築 

適正な規模にするため統合

しようとすることに伴つて必

要となり、又は統合したこと

に伴つて必要となつた校舎

の新築又は増築 

建物の新築又は増築 前期課程の建

物の新築又は

増築 

小学部及び中

学部の建物の

新築又は増築 

構造上危険な

状態にある建

物の改築（買収

その他これに

準ずる方法に

よる取得を含

む。） 

事業主体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

国庫の負担

割合 

十分の五・五 十分の五．五 十分の五．五 十分の五・五 十分の五・五 

 

（六） 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定する保育所について 

児童福祉施設の区分 保育所 

事業の区分 設備の新設、修理、改造、拡張又は整備

事業主体 地方公共団体 

国庫の負担割合 二分の一から十分の五・五まで 

 

（七） 消防施設強化促進法（昭和二十八年法律第八十七号）第二条に規定する費用について 

消防施設の区分 消防の用に供する機械器具及び設備

事業の区分 購入又は設置 

事業主体 市町村 

国庫の補助割合 十分の五・五 

 


